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【
要
約
】
　
天
武
朝
の
宮
社
制
創
出
に
伴
っ
て
、
律
令
神
祇
祭
祀
制
度
が
確
立
さ
れ
る
と
と
も
に
、
神
社
の
施
設
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
神
社
建
築
が
七
世
紀
後
半
以
後
直
ち
に
全
国
に
一
律
に
流
布
し
て
ゆ
く
わ
け
で
は
な
い
。
官
社
制
の
下
で
の
神
社
建
築
は
、
い
つ
、
ど
の

よ
う
な
過
程
で
全
国
に
流
布
し
て
い
っ
た
の
か
。
神
社
数
の
変
化
、
神
社
修
造
・
清
掃
政
策
、
国
史
に
見
え
る
神
社
施
設
の
実
態
、
発
掘
遺
構
な
ど
か
ら

知
ら
れ
る
建
築
の
形
式
な
ど
の
検
討
を
通
じ
て
、
平
安
後
期
ま
で
に
定
型
的
な
神
社
建
築
が
徐
々
に
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
過
程
と
、
神
社
建

築
の
多
様
性
の
淘
汰
の
過
程
を
検
討
し
た
。
具
体
的
に
は
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
平
安
前
・
中
期
に
、
国
家
は
神
社
建
築
の
造
営
・
修
理
・
維
持

管
理
や
清
浄
に
保
つ
こ
と
を
全
国
の
諸
社
に
命
じ
続
け
た
。
こ
の
対
象
と
な
る
神
社
は
、
限
定
的
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
の
命
令
は
迅
速

に
は
貫
徹
し
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
徐
々
に
神
社
本
殿
等
の
施
設
が
全
国
の
神
社
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
平
安
時
代
中
期
に
な
っ
て

も
神
社
の
建
築
に
関
し
て
は
、
本
殿
を
持
つ
神
社
も
、
持
た
な
い
神
社
も
混
在
し
、
さ
ら
に
発
掘
遺
構
な
ど
か
ら
見
て
本
殿
が
あ
っ
た
と
し
て
も
い
ま
だ

画
一
的
な
形
式
と
は
な
ら
ず
、
七
世
紀
以
前
の
古
風
な
建
築
形
式
を
模
倣
し
た
か
と
思
わ
れ
る
本
殿
も
含
ま
れ
て
い
た
。
神
社
本
殿
を
建
設
す
る
こ
と
が

定
着
し
、
限
定
的
な
建
築
形
式
に
収
蔵
す
る
の
は
少
な
く
と
も
十
二
世
紀
に
降
る
。
官
社
制
の
成
立
が
直
ち
に
一
律
に
神
社
本
殿
の
建
設
を
も
た
ら
し
た

の
で
は
な
か
っ
た
、
そ
の
具
体
的
様
相
を
解
明
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
八
巻
五
号
　
二
〇
一
五
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

古
代
に
お
け
る
神
社
建
築
の
歴
史
を
め
ぐ
っ
て
は
、
建
築
史
学
分
野
だ
け
で
は
な
く
、
考
古
学
や
歴
史
学
の
分
野
か
ら
も
多
様
な
議
論
が
展
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開
さ
れ
て
い
る
。
神
社
建
築
の
成
立
だ
け
で
な
く
、
奈
良
時
代
以
降
の
神
社
が
如
何
に
運
営
さ
れ
て
い
っ
た
か
の
様
相
も
多
面
的
に
把
握
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
古
代
の
神
社
建
築
遺
構
は
現
存
せ
ず
、
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
の
建
設
と
さ
れ
る
宇
治
上
神
社
本
殿
が
現
存
最
古
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

遺
構
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
が
奈
良
時
代
の
形
式
を
よ
く
保
持
し
て
い
る
と
は
誓
え
、
天
皇
の
守
護
神
と
い
う
そ
の
特
異
な
位
置
か
ら
み
て
、
…

般
の
神
社
と
は
い
さ
さ
か
の
懸
隔
が
あ
る
。
古
代
の
神
社
建
築
の
形
態
は
確
実
に
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
に
貴
重
な
手
掛
か
り
を
与

え
る
の
が
発
掘
調
査
で
検
出
さ
れ
た
建
築
遺
構
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
神
社
建
築
な
の
か
否
か
を
確
定
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
ま
た
一

部
の
研
究
者
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
古
墳
時
代
以
前
と
そ
れ
以
降
の
祭
祀
施
設
を
安
易
に
連
続
的
に
捉
え
る
考
え
方
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
が
、
両

者
が
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
史
実
把
握
の
困
難
な
な
か
で
、
と
り
わ
け
神
社
建
築
の
形
成
と
流
布
の
過
程
を
探
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
神
社
建
築
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
天
武
朝
に
官
社
制
が
創
出
さ
れ
る
の
に
伴
っ
て
、
神
社
本
殿
と
い
う
建
築
が
国
家
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
の
丸
山
茂
の
説
を
重
視
し
た
い
。
岡
田
精
司
も
神
社
建
築
の
常
設
社
殿
は
七
世
紀
後
半
以
降
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
律
令
神
祇
祭
祀
制
度
の

確
立
と
と
も
に
神
社
の
施
設
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
前
提
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
説
は
、
そ
れ
ま
で
多
様
な
あ
り
方
を
示
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
自
然
神
に
対
す
る
信
仰
や
そ
の
施
設
と
神
社
を
峻
別
す
る
明
確
な
基
準
を
示
し
た
も
の
と
増
え
る
。

　
し
か
し
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
地
域
や
村
ご
と
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
祭
祀
の
場
や
施
設
、
ま
た
そ
れ
を
奉
祭
し
維
持
し
た
で
あ
ろ
う
組
織
や
社

会
集
団
と
、
官
社
制
以
降
の
神
社
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
。
さ
ら
に
、
神
社
建
築
が
七
世
紀
後
半
の
あ
る
時
点
で
成
立
し
た
と
し
て
、
そ
れ
は

直
ち
に
全
国
に
｝
律
に
流
布
し
て
ゆ
く
わ
け
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
官
社
制
の
下
で
の
神
社
建
築
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
過
程
で
全
国
に

流
布
し
て
い
っ
た
の
か
。

　
そ
も
そ
も
現
存
す
る
神
社
本
殿
の
形
式
を
見
る
と
、
確
か
に
種
類
は
多
い
。
神
明
造
・
大
社
造
・
住
吉
造
・
大
鳥
造
・
流
造
・
春
日
造
・
日

吉
造
・
八
幡
造
・
中
山
造
・
皇
子
造
・
入
母
屋
造
・
権
現
造
な
ど
多
様
な
形
式
名
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、
神
明
造
・
大
社
造
・
住
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吉
造
な
ど
は
、
伊
勢
神
宮
・
出
雲
大
社
・
住
吉
大
社
な
ど
の
律
令
神
祇
制
度
の
中
で
は
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
神
社
に
用
い
ら
れ
、
し

か
も
そ
れ
が
限
ら
れ
た
神
社
で
し
か
使
わ
れ
な
か
っ
た
。
伊
勢
神
宮
の
よ
う
に
史
料
的
に
も
確
認
で
き
る
古
代
以
来
の
形
式
が
あ
る
　
方
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

日
吉
造
の
よ
う
に
九
世
紀
末
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
形
式
も
あ
る
。
古
代
か
ら
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
神
社
本
殿
に
限
っ
て
も
、
そ
の
形
式

は
画
一
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
官
社
制
の
下
で
国
家
が
整
備
さ
せ
た
神
社
建
築
に
は
規
格
や
基
準
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
し
か
し
現
存
す
る
建
築
遺
構
で
見
れ
ば
、
中
世
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
は
七
割
弱
が
流
造
、
一
割
が
入
母
屋
造
、
二
割
が
春
日
造
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

近
世
の
国
指
定
文
化
財
を
加
え
て
も
、
同
様
の
比
率
と
な
る
。
つ
ま
り
中
世
以
降
の
一
般
的
な
神
社
本
殿
は
、
三
種
類
の
形
式
に
限
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　
中
世
以
降
の
神
社
本
殿
は
、
多
様
な
形
式
を
も
ち
つ
つ
も
、
む
し
ろ
特
定
の
限
定
的
な
形
式
で
建
て
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
た
と
い

え
よ
う
。

　
多
様
な
形
式
に
神
明
造
・
大
社
造
・
住
吉
造
の
よ
う
な
古
い
形
式
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
古
代
の
あ
る
時
期
ま
で
は
多
様
な

形
式
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
あ
る
時
期
か
ら
限
定
的
な
形
式
が
主
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
見
る
事
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
想

定
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
過
程
と
要
因
で
そ
の
よ
う
な
変
遷
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
で
は
、
律
令
制
の
成
立
に
伴
っ
て
成
立
し
た
神
社
に
、
平
安
後
期
頃
ま
で
に
定
型
的
な
神

社
建
築
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
過
程
と
要
因
、
換
言
す
れ
ば
多
様
性
の
淘
汰
の
過
程
と
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
事
の
妥
当
性
を
検

討
し
た
い
。

①
福
山
敏
男
『
伊
勢
神
宮
の
建
築
と
歴
史
輪
（
日
本
資
料
刊
行
会
昭
和
五
十
「

　
年
十
二
月
）

②
官
社
と
は
神
祇
官
か
ら
祈
年
祭
（
陰
暦
二
月
四
日
に
神
祇
官
・
官
庁
で
行
わ
れ

　
た
五
穀
豊
穣
を
祈
る
祭
り
）
に
班
幣
を
受
け
る
神
社
で
、
神
名
帳
に
登
録
さ
れ
、

　
国
家
の
支
配
を
受
け
た
神
社
で
あ
る
。

③
丸
山
茂
「
神
社
建
築
の
形
成
過
程
に
お
け
る
宮
社
制
の
意
義
に
つ
い
て
」

　
（
同
凹
神
社
建
築
史
論
…
古
代
王
権
と
祭
肥
㎞
中
央
公
論
美
術
出
版
　
平
成
十
三

　
年
七
月
）

④
　
岡
田
精
司
「
神
社
建
築
の
源
流
」
（
『
考
古
学
研
究
』
四
六
一
二
　
考
古
学
研
究

　
会
　
平
成
十
一
年
九
月
）
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⑤
黒
田
龍
二
「
北
野
天
満
宮
本
殿
と
舎
利
信
仰
」
（
同
『
中
世
寺
社
信
仰
の
場
』

　
思
文
閣
出
版
　
平
成
十
一
年
八
月
）

⑥
現
存
す
る
神
社
本
殿
は
、
十
二
世
紀
前
期
の
建
立
と
考
え
ら
れ
る
宇
治
上
神
社

　
本
殿
が
最
古
で
あ
り
、
従
っ
て
古
代
の
神
社
本
殿
の
形
式
を
現
存
落
懸
で
確
認
す

　
る
事
は
で
き
な
い
。
伊
勢
神
宮
正
殿
は
福
山
敏
男
の
研
究
（
前
掲
註
①
）
に
よ
っ

　
て
奈
良
時
代
ま
で
遡
っ
て
そ
の
形
式
が
現
状
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
確
認
さ

　
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
神
社
に
つ
い
て
は
古
代
の
形
式
を
知
る
確
実
な
史
料
は

　
今
見
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
。

⑦
里
…
田
龍
二
『
国
宝
と
歴
史
の
旅
四
神
社
建
築
と
祭
り
』
（
朝
日
新
聞
社

平
成
十
二
年
十
月
）

　
近
世
の
遺
構
を
加
え
た
場
合
は
、
六
割
弱
が
流
造
、
二
割
弱
が
入
母
屋
造
と
春

日
造
と
な
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
国
指
定
文
化
財
の
比
率
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
近
世

の
遺
構
を
悉
皆
調
査
し
た
兵
庫
県
香
美
町
内
の
近
世
（
わ
ず
か
に
中
世
後
期
の
遺

構
も
含
ま
れ
る
）
の
現
存
遺
構
は
、
五
割
強
が
流
造
、
三
割
弱
が
入
母
屋
造
、
～

割
弱
が
春
日
造
で
あ
る
。
大
勢
は
変
わ
ら
な
い
が
、
春
日
造
の
比
率
は
下
が
る
。

　
『
香
美
町
寺
社
建
築
調
査
報
告
書
』
（
香
美
町
教
育
委
員
会
　
平
成
二
十
五
年
三

月
V
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第
【
章
　
神
社
の
施
設
と
そ
の
修
造

（｝

j
神
社
の
数
の
変
化

　
　
　
　
　
　
①

　
　
「
続
日
本
紀
」
以
下
の
古
代
の
史
料
を
通
覧
す
る
と
、
諸
国
の
諸
社
や
七
道
の
諸
社
へ
の
奉
幣
・
祈
雨
な
ど
の
記
事
が
頻
出
す
る
。
字
面
だ

け
を
見
れ
ば
全
国
津
々
浦
々
に
神
社
が
完
備
し
、
そ
れ
を
国
家
が
管
理
し
て
い
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
「
続
紀
」
文
武
二
年
正
月
戊
寅
・
慶

雲
三
年
置
正
月
戊
午
条
な
ど
の
よ
う
に
新
羅
か
ら
の
献
納
物
を
諸
社
に
配
分
す
る
と
の
記
事
を
見
れ
ば
、
津
々
浦
々
の
神
社
す
べ
て
に
配
分
は

か
な
わ
な
い
と
見
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
諸
国
諸
社
と
は
、
限
定
的
な
神
社
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
神
社
建
築
成
立
以
降
、
神
社
の
数
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
日
本
国
内
の
神
社
数

を
確
認
す
る
に
は
「
延
喜
式
」
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
岡
書
巻
第
九
の
冒
頭
に
は
「
天
神
地
祇
惣
三
千
一
百
二
二
座
」
と
記
す
。
こ
れ
が
延

長
五
年
（
九
二
七
）
に
撰
進
さ
れ
た
延
喜
式
に
把
握
さ
れ
た
官
社
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
平
均
し
て
一
国
で
六
十
座
、
一
匹
で
五
か
ら
六
野
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
実
際
は
国
に
よ
っ
て
数
の
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
が
、
官
社
の
最
終
的
な
数
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
時
代
を
遡
る
と
こ
の
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数
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
部
分
的
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
は
あ
る
。

　
「
続
紀
」
宝
亀
十
一
年
（
七
八
○
）
十
二
月
詣
巳
条
に
は
、
陸
奥
国
の
桃
生
・
白
河
等
温
に
十
一
社
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
（
史
料
一
）
。

　
史
料
【
　
「
続
紀
」
巻
第
三
十
六
　
宝
亀
十
一
年
十
二
月
丁
巳
条

　
陸
奥
鎮
守
副
将
軍
従
五
位
上
百
済
王
俊
哲
等
言
、
己
等
為
賊
難
囲
、
湯
疲
無
尽
、
而
祈
桃
生
・
白
河
等
郡
神
一
十
一
社
、
乃
得
潰
囲
、
自
非
神
力
、
何
存
軍

　
士
、
請
預
幣
社
、
許
之
、

「
延
喜
式
」
で
は
桃
生
郡
に
六
社
、
白
河
郡
に
三
社
あ
る
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
「
続
紀
」
の
記
載
が
二
面
だ
け
の
神
社
数
だ
と
す
れ
ば
、
宝

亀
十
一
年
に
は
そ
れ
よ
り
若
干
少
な
か
っ
た
。
「
続
紀
」
の
「
等
」
の
文
字
に
こ
だ
わ
る
と
、
二
心
だ
け
の
数
で
は
な
い
と
見
ら
れ
る
か
ら
、

更
に
「
延
喜
式
」
成
立
時
よ
り
官
社
は
少
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
正
月
廿
日
太
政
官
符
（
コ
ニ
代
格
」
巻
一
史
料
二
）
・
「
三
代
実
録
」
貞
観
八
年
正
月
廿
日
条
（
史
料
三
）
に
は
以
下
の

よ
う
に
記
す
。

　
史
料
二
　
貞
観
八
年
正
月
廿
日
太
政
官
符
（
コ
ニ
代
格
」
巻
こ

　
太
政
宮
符

　
　
応
聴
奉
諸
神
社
幣
吊
使
出
入
陸
奥
国
関
事

　
　
　
菊
田
郡
～
前
　
磐
城
郡
十
一
前
　
標
葉
郡
二
三
　
行
方
四
一
前
　
宇
多
郡
七
二
　
伊
具
郡
一
罪
　
葉
理
郡
二
三
　
宮
城
郡
三
面
　
里
…
河
郡
一
前
　
色
麻

　
　
　
郡
三
前
　
志
太
郡
一
前
　
小
田
郡
四
前
　
牡
鹿
郡
一
前

　
右
得
鹿
嶋
神
宮
司
解
侮
、
禰
宜
外
正
六
位
上
中
臣
東
道
継
解
儒
、
大
神
苗
筒
之
神
在
陸
奥
国
、
古
老
伝
云
、
延
暦
以
往
割
大
神
封
物
充
馬
継
憾
寝
件
諸
神
、

　
　
弘
仁
以
来
止
而
不
奉
、
因
之
弦
諸
神
成
崇
、
物
粧
頻
示
、
（
略
）

　
　
　
貞
観
八
年
正
月
廿
日

　
史
料
三
　
「
三
代
実
録
」
巻
十
二
　
貞
観
八
年
正
月
廿
日
条
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先
是
、
常
陸
国
鹿
嶋
神
宮
司
言
、
大
神
之
苗
喬
神
計
八
社
在
陸
奥
国
、
菊
多
郡
｝
、
磐
城
郡
十
一
、
標
葉
郡
二
、
行
方
郡
一
、
宇
多
郡
七
、
伊
具
郡
一
、
日

理
郡
二
、
宮
城
郡
三
、
黒
河
劃
一
、
色
麻
郡
三
、
志
太
郡
　
、
小
田
郡
四
、
牡
鹿
郡
一
、
聞
之
古
老
云
、
延
暦
以
往
、
割
大
神
封
物
、
奉
幣
彼
諸
神
社
、
弘

仁
而
還
、
絶
尽
不
奉
、
由
是
諸
神
爲
要
物
悟
国
画
、
嘉
祥
元
年
、
請
当
国
移
状
、
奉
幣
向
彼
、
而
陸
奥
国
、
縄
帯
旧
例
、
不
聴
入
関
、
宮
司
一
悪
関
外
河
辺
、

祓
棄
幣
物
而
帰
、
自
後
神
崇
不
止
、
境
内
旱
疫
、
望
請
、
下
知
彼
国
、
聴
出
入
関
、
奉
幣
諸
社
、
以
解
神
怒
、
其
幣
下
用
大
神
封
物
、
又
言
、
鹿
嶋
大
神
宮

惣
六
箇
院
、
廿
年
間
一
加
修
造
、
所
用
材
木
五
万
餓
枝
、
工
央
十
六
万
九
千
平
人
、
料
稲
十
八
万
二
千
餓
束
、
世
襲
宮
材
之
山
野
那
賀
郡
、
去
宮
二
百
鯨
里
、
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行
路
瞼
峻
、
挽
回
多
謝
、
伏
見
、
造
出
材
木
多
用
栗
樹
、

司
令
加
殖
兼
斎
守
、
太
政
宮
処
分
、
並
依
請
、

此
樹
易
栽
、
亦
復
早
長
、
宮
辺
閑
地
、
且
栽
栗
平
五
千
七
百
樹
、
杉
樹
滑
四
万
株
、
聴
器
付
神
宮

　
陸
奥
国
に
は
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
に
鹿
島
神
の
苗
喬
の
神
が
三
十
八
社
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
苗
窩
神
は
、
延
暦
年
中
か
ら
鹿
島
神
が
呼
物

を
幣
吊
料
に
充
て
て
祀
っ
て
き
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
延
暦
（
九
世
紀
初
頭
）
以
前
は
陸
奥
国
内
に
は
鹿
島
神
の
苗
商
神
が
な
か
っ
た
か
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
い
は
延
暦
以
前
に
も
あ
っ
た
と
し
て
も
、
鹿
島
神
の
よ
う
な
公
的
祭
祀
に
預
か
る
神
と
は
関
連
の
な
い
、
国
家
か
ら
把
握
さ
れ
ざ
る
在
地
の

雑
信
仰
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
延
暦
以
前
に
苗
平
信
が
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
奈
良
時
代
の
陸
奥
国
に
は
か
な
り
の
神
社
が
存
在
し
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
同
太
政
官
符
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
郡
ご
と
の
神
の
数
は
、
延
喜
式
に
書
き
あ
げ
ら
れ
た
神
の
数
よ
り
多
い
郡
も
あ
る
の

で
、
陸
奥
国
内
の
鹿
島
神
の
解
説
神
は
、
す
べ
て
が
官
社
と
は
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
官
社
・
非
官
社
を
問
わ
ず
、

八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
神
社
や
そ
れ
に
準
ず
る
祭
祀
の
場
が
増
加
し
て
い
っ
た
状
況
が
う
か
が
え
る
。

　
即
ち
、
成
立
期
に
は
少
数
の
神
社
し
か
な
か
っ
た
も
の
が
、
そ
の
後
、
あ
る
い
は
新
た
に
創
立
さ
れ
、
あ
る
い
は
在
地
の
雑
信
仰
の
場
や
施

設
が
神
社
と
認
定
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
神
社
が
増
加
し
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
増
加
の
仕
方
は
～
律
で
は
な
い
が
、
鹿
島
神
の
例
を
踏

ま
え
る
と
、
有
力
神
社
が
勧
請
に
よ
り
分
祀
を
し
て
、
官
社
に
値
す
る
神
社
を
地
方
に
設
置
し
て
い
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
し
、
桃
生
・
白
河
郡

の
例
で
見
れ
ば
、
在
地
の
在
来
の
書
紀
の
場
が
、
神
威
を
発
し
て
国
家
に
貢
献
し
た
こ
と
に
よ
り
神
社
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
官
社
の
数
的
変
化
に
つ
い
て
は
、
小
倉
門
司
の
優
れ
た
研
究
が
あ
る
。
小
倉
は
「
延
喜
式
」
の
標
注
を
検
討
し
て
、
式
内
社
の
う
ち
十
七

パ
ー
セ
ン
ト
は
弘
仁
式
以
後
に
官
社
に
干
せ
ら
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
大
部
分
の
官
社
は
弘
仁
十
年
（
八
一
九
）
以
後
に
増
加
し
た
も
の
と
結
論

づ
け
た
。
上
述
の
拙
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
官
社
増
加
の
傾
向
は
弘
仁
以
前
で
も
同
様
で
あ
っ
た
、
逆
に
言
え
ば
、
八
世
紀
に
五
畿
七

道
の
諸
社
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
数
は
相
当
に
少
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

（
二
）
神
社
の
施
設
の
成
立

神社建築の形成過程（山岸）

　
で
は
、
奈
良
時
代
の
神
社
に
施
設
が
あ
っ
た
の
か
否
か
、
神
社
建
築
か
否
か
は
別
と
し
て
、
祭
祀
に
関
わ
る
構
造
物
の
有
無
に
つ
い
て
考
え

た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
ま
ず
先
行
研
究
の
重
要
な
指
摘
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
松
尾
晶
晶
は
、
天
平
五
年
（
七
三
三
）
に
完
成
し
た
「
出
雲
国
風
土
記
」
の
神
・

社
の
記
述
を
検
討
し
、
山
や
岩
等
の
自
然
物
の
社
と
そ
れ
を
祀
る
山
麓
の
社
が
あ
り
、
後
者
は
官
社
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
と
指
摘
し
た
。

松
尾
は
山
麓
の
社
も
含
め
た
村
落
と
対
応
し
た
社
を
「
領
域
と
施
設
の
明
確
な
神
社
」
と
呼
び
、
「
建
築
物
と
し
て
の
社
殿
が
設
け
ら
れ
て
い

た
」
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
出
雲
国
風
土
記
」
の
編
纂
さ
れ
た
八
盤
紀
中
期
の
出
雲
の
実
態
で
あ
り
、
古
代
社
会
の
普
遍
的
な
祭
祀
空

間
の
実
態
で
も
あ
る
と
し
た
。
松
尾
の
論
点
は
社
と
村
落
と
の
関
係
も
含
め
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
自
然
物
だ
け

の
社
が
あ
る
こ
と
、
宮
社
に
は
建
築
的
施
設
が
あ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

　
山
麓
の
社
に
建
築
物
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
一
般
的
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
一
方
で
、
山
中
の
自
然
物
だ
け
の

神
・
社
は
、
施
設
が
な
い
の
に
、
祭
祀
の
対
象
と
し
て
そ
の
場
が
明
確
に
存
在
し
た
。
両
者
の
併
存
は
普
遍
的
で
あ
っ
た
の
か
。

　
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
丸
山
の
説
は
、
官
社
と
松
尾
の
言
う
山
の
社
の
よ
う
な
自
然
信
仰
と
の
峻
別
を
明
確
に
す
る
。

「
官
社
制
は
、
し
た
が
っ
て
「
神
社
」
は
、
在
地
の
信
仰
が
「
自
然
に
」
結
実
し
た
も
の
で
は
な
く
、
在
地
の
宗
教
伝
統
を
、
国
家
が
創
始
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
官
社
と
い
う
形
式
に
合
う
よ
う
に
誘
導
し
た
」
と
い
う
丸
山
説
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
定
着
し
て
い
く
の
か
を
見
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る
必
要
が
あ
る
。
国
家
の
指
令
の
下
で
神
社
本
殿
の
建
築
が
一
律
に
普
及
し
た
と
は
思
え
な
い
。

神
社
の
修
造
・
清
掃
政
策
が
手
掛
か
り
と
な
る
。

（
三
）
神
社
の
修
造
・
清
掃
政
策
　
　
八
世
紀
中
期
ま
で
一

そ
こ
で
、
神
社
建
築
の
普
及
の
背
景
と
な
る

　
官
社
制
に
基
づ
く
神
社
本
殿
の
普
及
の
背
景
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
中
期
ま
で
の
神
社
の
修
理
・
清
掃
政
策
で
あ
る
。

神
社
を
修
理
・
修
造
す
る
こ
と
、
ま
た
清
浄
を
保
つ
こ
と
が
全
国
の
神
社
に
対
し
て
頻
繁
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
修
理
・
修
造
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
た
に
建
物
を
作
る
こ
と
も
、
現
代
の
語
義
で
の
修
理
も
、
い
ず
れ
も
含
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、
修
造
・
清

掃
は
、
単
な
る
修
理
や
掃
除
を
超
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
施
設
の
維
持
管
理
を
励
行
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
山
本
信
吉
・
加
瀬
直
哉
・
有
富
純
也
・
小
倉
慈
平
等
の
研
究
が
あ
り
、
概
ね
論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
導
か
れ
つ
つ
、
神
社
施
設
と
の
関
係
で
見
直
し
て
み
た
い
。

　
奈
良
時
代
以
前
の
全
国
規
模
で
の
神
社
の
修
造
の
初
期
の
記
録
と
し
て
、
天
武
十
年
（
六
八
一
）
の
「
詔
畿
内
及
諸
国
修
理
天
社
地
社
神
宮
」

（「

I
」
同
年
正
月
己
丑
条
）
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
の
「
遣
瀬
子
畿
内
及
七
道
令
造
諸
神
社
」
（
「
続
紀
」
同
年
十
一
月
癸
酉
条
）
、
天
平
神
護
元
年

（
七
六
五
）
の
「
遣
使
修
造
神
社
於
天
下
諸
国
」
（
「
紀
扁
同
年
十
一
月
壬
単
坐
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
清
掃
に
つ
い
て
は
、
慶
雲
三
年
目
七
〇
六
）
の
「
令
掃
浄
諸
仏
寺
井
神
社
」
（
「
続
掻
巻
第
三
」
同
年
閏
正
月
庚
戌
条
）
や
、
神
亀
二
年
（
七
二

五
）
の
下
記
の
記
事
が
あ
る
（
史
料
四
）
。

　
史
料
四
　
　
「
続
紀
」
巻
第
九
　
神
亀
二
年
七
月
戊
戌
条

　
詔
七
道
諸
国
、
一
札
祈
祥
、
必
葱
幽
冥
、
敬
神
尊
墨
、
清
浄
為
先
、
今
聞
、
諸
国
神
祇
社
内
、
多
有
興
趣
、
及
放
雑
題
、
敬
神
之
礼
、
山
一
如
墨
堤
、
宜
国
司

　
長
宮
自
執
幣
吊
、
慎
致
清
掃
、
常
為
歳
事
、
又
諸
寺
院
限
、
勃
加
盟
浄
、
侃
令
僧
尼
読
金
光
明
経
、

　
こ
こ
で
七
道
・
諸
国
の
神
祇
の
社
と
言
っ
て
も
、
前
項
で
見
た
よ
う
に
限
ら
れ
た
神
社
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
史
料
四
で
は
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寺
院
と
同
列
に
扱
っ
て
い
て
、
神
社
の
独
自
性
を
窺
う
こ
と
が
出
来
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
同
じ
修
造
・
清
掃
の
政
策
と
し
て
、
宝
亀
七
年
（
七
七
六
）
の
勅
を
受
け
た
翌
八
年
太
政
官
符
（
史
料
五
・
六
）
は
よ
り
明
確
な
施
策
が
示
さ

れ
る
。

　
史
料
五
　
「
続
紀
」
巻
第
三
十
四
　
宝
亀
七
年
四
月
己
巳
条

　
勅
、
祭
祀
神
祇
国
之
大
典
、
若
不
誠
敬
何
以
致
福
、
些
些
、
諸
社
不
脩
人
畜
損
轍
、
春
秋
之
祀
亦
多
怠
慢
、
因
弦
嘉
祥
無
言
、
当
主
蓉
擦
、
言
毒
忌
斯
情
深

　
懸
場
、
宜
仰
諸
国
莫
令
更
然
、

　
史
料
六
　
宝
亀
八
年
三
月
十
日
太
政
宮
符
（
コ
ニ
代
格
」
巻
第
一
所
収
）

　
　
太
政
官
符

　
　
　
督
課
諸
祝
掃
修
神
社
事

　
右
検
案
内
、
太
政
官
去
年
四
月
十
二
日
下
諸
国
符
僻
、
掃
修
神
社
潔
斎
祭
事
、
国
司
一
人
専
当
直
校
讐
掃
修
之
状
、
毎
年
申
上
、
若
有
違
犯
、
必
科
違
勅
之

　
　
罪
者
、
燃
犀
建
例
、
更
重
督
責
、
若
諸
社
祝
等
不
馴
掃
修
神
社
損
繊
、
宜
収
其
位
記
差
替
還
本
、
型
録
由
状
附
便
令
申
上
、
自
今
以
後
立
為
憧
例
、

　
　
　
宝
亀
八
年
三
月
十
日

　
人
や
獣
が
損
な
い
註
し
、
春
秋
の
祭
祀
を
怠
っ
て
い
る
神
社
に
つ
い
て
は
、
国
司
が
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
の

祝
が
序
言
に
勤
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
国
司
に
よ
る
包
括
的
管
理
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
事
へ
の
対
処
方
針
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
。

　
天
武
十
年
か
ら
宝
亀
八
年
ま
で
の
時
期
に
、
国
家
が
神
社
の
維
持
に
責
任
を
も
っ
て
い
て
、
実
際
は
国
司
が
そ
の
任
に
当
た
り
、
更
に
そ
れ

ぞ
れ
の
神
社
の
祝
ら
が
そ
れ
に
あ
た
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
、
現
実
に
そ
の
間
に
神
社
に
ど
れ
だ
け
の
施
設
や
建
造
物
が
完

備
し
て
い
た
の
か
は
、
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
人
畜
が
損
黙
す
る
施
設
と
は
、
建
築
物
で
あ
る
よ
り
は
、
祭
場
と
な
る
空
間
（
柵
な
ど
で
囲
続

さ
れ
た
だ
け
の
土
地
）
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
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仮
に
建
築
的
な
施
設
が
あ
っ
た
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
二
種
の
解
釈
が
可
能
に
な
る
。

（
ア
）
　
仮
に
天
二
十
年
か
ら
神
社
に
建
築
的
施
設
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
か
ら
九
十
年
た
っ
た
宝
亀
年
間
ま

で
に
そ
れ
ら
の
施
設
が
傷
み
だ
し
、
そ
の
維
持
・
修
理
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
神
社
に
属
し
て
祭
祀
に
携
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
祝
は
「
国

之
大
典
」
（
史
料
五
）
た
る
祭
祀
を
万
全
に
実
行
す
る
こ
と
も
な
く
、
施
設
の
維
持
に
も
専
心
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
朝
廷
か
ら
与
え
ら
れ
た
、

作
ら
れ
た
建
築
的
施
設
た
る
神
社
は
在
地
に
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
は
丸
山
説
と
同
趣
旨
の
前
提
に
立
つ
。

（
イ
）
　
仮
に
神
社
施
設
が
天
武
十
年
以
前
の
古
く
か
ら
存
在
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
八
世
紀
初
頭
か
ら
中
期
に
な
っ
て
、
古
く
か
ら
の
神
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

施
設
を
維
持
し
て
き
た
祭
祀
組
織
が
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
て
、
国
司
が
そ
の
任
を
負
う
し
か
維
持
の
方
途
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
見
る
事
も

で
き
る
。
こ
の
解
釈
は
神
社
建
築
の
成
立
を
律
令
制
の
成
立
以
前
の
古
い
時
期
に
見
る
古
典
的
な
歴
史
観
に
基
づ
く
。

　
（
ア
）
の
解
釈
に
立
て
ば
、
官
社
制
に
よ
っ
て
神
社
建
築
を
直
ち
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
定
着
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
イ
）
の
解
釈
に
立
て
ば
、
律
令
制
以
前
か
ら
存
在
し
た
神
社
施
設
を
維
持
で
き
る
社
会
体
制
が
崩
壊
し
て
、
朝
廷
の
支
配
下
の
国
司
と
い
う

新
た
な
体
制
で
な
け
れ
ば
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
丸
山
説
に
立
て
ば
、
天
武
十
年
以
前
の
施
設
は
宮
社
と
は
区
別
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
（
イ
）
の
解
釈
は
と
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
律
令
制
に
伴
い
神
信
仰
の
あ
り
方
が
変
質
し
、
七
世
紀
以
前

と
は
異
質
の
、
そ
れ
以
降
の
神
社
に
転
換
し
て
行
く
過
程
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
四
）
神
社
の
修
造
・
渚
掃
政
策
　
　
弘
仁
以
降

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
神
社
施
設
の
維
持
の
た
め
の
体
制
整
備
の
政
策
は
、
宝
亀
以
後
も
引
き
続
き
継
続
し
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
即
ち
弘
仁
二
・
三
年
（
八
＝
・
二
）
の
太
政
官
符
（
「
三
代
格
」
）
に
は
、
有
恩
の
神
社
は
神
戸
百
姓
が
、
無
封
の
神
社
は
禰
宜
・
祝
が
、

修
造
に
責
任
を
も
つ
こ
と
、
国
司
は
そ
れ
を
監
督
す
る
事
が
定
め
ら
れ
た
（
史
料
七
・
八
）
。

　
史
料
七
　
弘
仁
二
年
九
月
廿
三
日
太
政
官
符
（
コ
ニ
代
格
」
巻
一
）



神社建築の形成過程（山岸）

　
太
政
官
符

　
　
応
令
神
戸
百
姓
修
理
神
社
事

　
右
転
　
勅
、
諸
国
神
戸
例
多
課
丁
、
供
神
三
遍
不
赴
公
役
、
宜
役
其
身
修
理
神
社
、
随
破
三
絃
母
野
大
損
、
国
司
毎
年
巡
検
修
造
、
若
不
遵
改
口
致
緩
怠
者
、

　
随
状
科
祓
、

　
　
　
弘
仁
二
年
九
月
廿
三
日

　
史
料
八
　
弘
仁
三
年
五
月
三
日
太
政
官
符
（
コ
ニ
代
格
」
巻
一
　
「
後
紀
」
巻
廿
二
同
日
条
も
同
内
容
）

　
太
政
宮
符

　
　
応
無
封
神
社
令
禰
宜
祝
等
修
理
事

　
右
、
有
封
之
三
脚
令
神
戸
百
姓
修
造
之
状
、
下
知
三
姫
、
至
楽
件
社
未
有
処
分
、
鼻
輪
大
納
書
聖
三
位
藤
原
朝
臣
黒
人
宣
僻
、
奉
　
勅
、
宜
仰
諸
国
、
自
今

　
以
後
令
件
黒
人
永
楽
修
造
、
健
脚
小
破
随
即
修
之
、
不
得
延
怠
古
註
大
破
、
国
司
毎
年
屡
加
巡
検
、
若
禰
宜
祝
等
不
勤
修
理
、
令
致
破
損
者
、
専
従
解
却
、

　
其
有
位
者
黒
藻
位
記
、
白
丁
者
決
杖
一
樹
、
国
司
不
存
検
校
、
有
致
破
壊
者
、
遷
替
翌
日
拘
其
解
由
、
但
当
風
火
非
常
等
損
、
難
聖
哲
捕
者
、
言
上
聴
裁
、

　
　
　
弘
仁
三
年
五
月
三
日

　
こ
れ
ら
弘
仁
の
太
政
官
符
の
「
七
難
学
修
莫
致
大
損
」
「
毎
有
小
破
随
即
修
之
、
不
得
延
怠
令
致
大
破
」
な
ど
の
文
言
か
ら
、
建
造
物
が
存

在
し
た
こ
と
は
認
め
て
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。
九
世
紀
前
期
に
い
た
っ
て
、
基
本
的
に
は
神
社
に
建
築
的
施
設
が
完
備
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
一
方
で
、
里
馬
の
神
社
に
直
結
し
た
祭
祀
の
組
織
が
や
は
り
神
社
の
維
持
に
万
全
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
状
態
が
宝
亀
年

間
か
ら
継
続
し
て
い
た
事
を
も
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
弘
仁
の
規
程
は
そ
の
後
も
基
本
方
針
と
し
て
継
承
さ
れ
た
。
そ
れ
は
貞
観
十
年
（
八
六
八
）
六
月
二
十
三
日
太
政
官
符
（
史
料
九
）
に
引

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
厳
格
に
守
ら
れ
て
神
社
修
造
・
清
掃
が
万
全
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
貞
観

六
年
に
は
国
司
が
規
程
を
守
ら
ず
、
神
主
・
禰
宜
・
祝
ら
に
任
せ
き
り
と
な
っ
て
い
て
、
「
華
錺
」
を
加
え
る
よ
う
命
じ
て
も
実
現
し
て
い
な
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い
の
で
、
改
め
て
諸
社
に
「
修
錺
」
を
加
え
る
事
を
命
じ
て
い
る
（
コ
ニ
代
実
録
」
貞
観
六
年
七
月
廿
七
日
条
史
料
十
）
。

史
料
九
　
貞
観
十
年
六
月
二
十
八
日
太
政
官
符
（
「
三
代
格
」
巻
一
）

　
太
政
官
符

　
　
応
以
大
社
封
戸
修
理
小
枇
事
　
四
箇
条
之
初
条

　
右
撰
金
碧
起
請
僻
、
太
政
窟
去
弘
仁
十
三
年
四
月
四
日
下
大
和
躍
層
僻
、
得
彼
国
解
儒
、
検
案
内
、
太
政
官
去
弘
仁
三
年
五
月
三
日
血
糖
、
有
封
之
社
令
神

　
戸
百
姓
修
造
、
無
封
之
誓
書
禰
宜
祝
部
等
永
加
修
理
、
国
司
不
存
検
校
有
難
破
壊
者
、
遷
替
留
日
拘
其
解
由
者
、
国
依
符
旨
行
来
尚
　
、
而
今
膚
封
神
社
巳

　
有
治
力
、
無
封
神
社
全
無
修
養
、
傍
貧
幣
祝
部
無
由
修
社
、
吏
加
終
演
各
襟
脚
隠
、
推
其
界
雷
誠
有
所
以
、
伍
検
神
即
言
本
枝
相
分
、
其
祖
神
則
貴
而
有
封
、

　
其
高
神
則
雷
管
無
封
、
仮
令
飛
鳥
神
之
喬
天
太
玉
・
白
瀧
・
賀
屋
鳴
比
女
神
四
社
、
此
等
類
是
也
、
望
請
、
以
無
封
苗
喬
之
神
、
分
付
有
封
始
祖
之
社
、
則

　
令
有
封
神
主
鎮
無
封
祝
部
、
然
則
社
有
修
掃
革
質
、
国
無
崇
乱
離
兆
者
、
右
大
臣
宣
、
奉
　
勅
普
請
者
、
詠
懐
一
国
、
即
行
有
便
、
伏
望
、
下
知
四
畿
内
及

　
七
道
諸
国
者
、
中
納
言
兼
左
近
衛
大
将
従
三
位
藤
原
朝
臣
基
経
宣
、
奉
　
勅
依
請
、

　
　
　
貞
観
十
年
六
月
廿
八
日

史
料
十
　
　
「
三
代
実
録
」
巻
九
　
貞
観
六
年
七
月
廿
七
日
条

　
　
勅
書
、
去
年
七
月
廿
五
日
、
頒
下
五
畿
井
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
・
遠
江
・
高
膝
・
上
総
等
国
云
、
鎭
護
国
家
消
伏
災
害
、
鼻
背
敬
神
工
事
祭
礼
之
所
致
也
、
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是
以
格
欝
欝
下
警
告
懇
惣
、
今
聞
、
諸
国
牧
宰
不
町
制
旨
、
專
任
神
主
禰
宜
祝
等
、
令
神
社
破
損
、
祭
礼
疎
慢
、
神
明
由
其
獲
崇
、
国
家
以
此
招
災
、
今
欲

令
諸
社
～
時
新
加
華
錺
、
而
経
月
鍮
年
、
未
有
修
造
、
宜
早
加
修
錺
勿
致
重
患
、

　
さ
ら
に
延
長
四
年
（
九
二
六
）
五
月
に
は
公
家
、
即
ち
国
家
の
経
費
で
修
理
す
る
に
際
し
、
禰
宜
・
祝
・
社
預
の
書
類
へ
の
署
名
、
更
に
は

随
時
の
修
理
に
も
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
明
確
化
し
た
（
延
長
四
年
五
月
二
十
七
日
太
政
宮
符
　
「
政
事
要
略
」
所
収
史
料
十
一
）
。
経
費
負
担

を
国
が
担
う
仕
組
み
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
国
司
も
、
神
社
を
維
持
す
る
は
ず
の
在
地
の
祭
祀
組
織
も
、
神
社
の
施
設
の
修
理
・
修
造
に
熱

心
で
は
な
か
っ
た
状
況
が
続
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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史
料
十
一
　
延
長
四
年
五
月
二
十
七
日
太
政
官
符
（
「
政
事
要
略
」
巻
第
五
十
四
所
収
　
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
騙
に
よ
る
）

　
太
政
官
符
神
祇
・
宮
内
等
官
省

　
　
応
修
理
神
社
事

案
、
修
理
神
社
、
具
在
格
条
、
而
時
世
漸
久
、
憲
法
頗
緩
、
裳
件
禰
宜
三
等
、
不
修
掻
破
遂
致
大
損
、
是
則
只
待
公
家
之
修
理
、
不
加
算
功
之
檀
弓
之
所
致

也
、
左
大
臣
宣
、
奉
勅
、
自
今
以
後
、
差
公
使
令
修
理
之
状
、

　
　
　
　
　
　
社
修
理
之
時
、
禰
宜
祝
井
秘
事
等
、
相
共
検
知
、

立
為
事
例
、
不
得
違
失
者
、
官
省
承
知
依
宣
行
之
、
符
到
奉
行
、

　
　
　
　
左
大
史
阿
刀
宿
禰

請
覆
勘
文
一
如
署
名
、
傍
須
十
年
為
限
、

其
間
少
破
、
禰
宜
祝
拝
社
預
等
、
即
加
修
理
、

　
参
議
右
大
弁
藤
原
朝
臣

　
　
　
　
延
長
四
年
五
月
廿
七
日

　
十
世
紀
末
に
至
っ
て
も
、
弘
仁
の
格
（
史
料
八
）
及
び
そ
れ
を
承
け
た
延
長
の
官
符
（
史
料
十
一
）
が
引
用
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
長
保
新
制
と

し
て
継
承
さ
れ
た
（
長
保
元
年
（
九
九
九
）
太
政
官
符
史
料
十
二
）
。
こ
れ
は
弘
仁
の
施
策
が
定
着
し
て
は
い
る
も
の
の
、
実
態
と
し
て
は
そ
の

定
め
る
と
お
り
に
は
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
史
料
十
二
　
長
保
元
年
七
月
廿
七
日
太
政
官
符
（
「
新
選
格
勅
符
抄
」
　
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
に
よ
る
）

　
太
政
官
符
　
神
祇
官

　
　
雑
事
十
一
箇
條

　
　
（
略
）

　
　
　
、
応
重
禁
制
神
社
破
損
事
、

　
右
神
社
破
損
、
其
制
目
重
、
犯
洋
琴
輩
罪
科
不
軽
、
弘
仁
三
年
五
月
三
日
格
儒
、
有
封
在
社
応
令
神
戸
百
姓
修
造
本
状
、
下
知
巳
詑
、
至
予
無
封
之
神
者
、

　
宜
令
禰
宜
祝
部
等
、
永
加
修
造
、
専
有
小
破
、
随
即
修
之
、
国
司
毎
年
屡
加
巡
検
、
若
禰
宜
祝
部
等
、
不
勤
修
理
令
致
破
損
者
、
並
諒
解
却
、
其
有
位
者
即

　
追
位
記
、
白
丁
決
杖
一
軸
、
国
司
不
存
検
校
有
致
破
損
者
、
遷
替
照
日
、
拘
其
解
由
、
又
延
長
四
年
五
月
廿
七
日
符
儒
、
修
理
神
社
、
具
在
格
条
、
愛
件
社
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禰
宜
等
、
不
修
小
破
、
遂
致
大
損
、
驚
喜
ロ
ハ
待
公
家
之
修
理
、
不
加
私
議
之
繊
芥
之
所
牛
屋
、
自
今
以
後
、
差
公
使
令
修
理
之
時
、
禰
宜
祝
部
猛
悪
預
等
相

　
共
検
知
、
靴
墨
勘
文
、
同
論
署
名
、
傍
須
十
年
為
限
、
其
間
小
破
、
禰
宜
祝
井
社
預
等
、
盗
塁
修
理
、
立
撃
恒
例
者
、
而
国
宰
不
守
憲
章
、
社
司
無
有
断
節
、

　
弥
鍵
盤
壊
、
驚
風
櫨
蕪
、
或
指
枯
木
之
下
称
社
、
或
排
荒
野
之
中
称
祠
、
空
解
潔
慎
之
勤
、
動
招
侮
蔑
之
崇
、
同
宣
、
奉
　
勅
、
自
今
以
後
国
司
屡
以
巡
検
、

　
令
勤
修
理
、
兼
致
守
護
、
符
到
之
後
、
猶
有
怠
慢
之
輩
、
加
其
科
責
、
　
如
先
格
、

　
　
　
（
以
下
略
）

　
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
は
、
国
家
と
し
て
の
神
社
の
建
築
的
施
設
を
整
備
し
、
ま
た
維
持
し
て
ゆ
く
と
い
う
施
策
の
継
続
と
、
そ
れ
を
遵
守
し

な
い
国
司
と
在
地
の
祭
祀
組
織
の
神
社
軽
視
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
、
維
持
さ
れ
る
神
社
と
廃
絶
す
る
神
社
が
淘
汰
さ
れ
た
暗
代
と
見
る
事

が
で
き
よ
う
。

　
実
際
、
長
保
新
綱
で
は
国
司
も
社
司
も
法
令
に
則
ら
ず
、
責
務
を
果
た
さ
な
い
た
め
に
、
枯
木
の
下
を
指
し
て
社
と
称
し
、
荒
野
の
中
を
排

し
て
祠
と
称
す
る
事
態
に
至
っ
て
い
る
と
言
う
（
史
料
十
二
）
。
廃
櫨
と
な
っ
た
神
社
施
設
を
神
社
と
強
弁
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
て
、
北
條
勝
貴
は
官
社
以
前
の
在
来
の
祭
祀
施
設
が
荒
廃
し
た
姿
だ
と
善
う
が
、
こ
の
文
脈
で
は
官
社
を
放
置
し
て
廃
絶
さ
せ
て
し
ま
っ
て

い
る
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
宝
亀
か
ら
弘
仁
・
貞
観
を
経
て
継
続
し
て
い
る
修
造
・
清
掃
施
策
は
必
ず
し
も
定
着
し
た

と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
以
下
、

①
　
　
　
　
六
国
史
等
の
略
記
方
法
と
使
用
し
た
刊
本
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
日
本
書
紀
」
は
「
紀
」
、
刊
本
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
、
「
続
日
本
紀
扁
は

　
「
続
紀
」
、
刊
本
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
㎞
。
「
日
本
後
紀
」
は
「
後
口
」
、

　
「
続
目
本
耳
芝
」
は
「
続
後
紀
」
、
「
日
本
文
徳
天
皇
実
録
」
は
門
文
徳
実
録
」
、

　
「
日
本
三
代
実
録
」
は
「
三
代
実
録
」
、
「
類
聚
三
代
格
」
は
「
三
代
格
」
、
刊
本

　
は
い
ず
れ
も
噸
新
訂
増
補
国
史
大
系
㎞
。

②
「
続
後
紀
」
承
和
十
二
年
七
月
自
尊
（
廿
二
日
）
条
に
鹿
島
神
社
に
門
奉
幣
朝

　
使
」
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
ど
に
よ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
閾
田
荘
黒
駁
『
古
代

　
諸
国
神
社
神
階
制
の
研
究
㎞
（
岩
田
轡
院
　
平
成
十
四
年
）
参
照
。

③
小
倉
愚
闇
「
延
喜
榊
名
式
「
貞
」
「
延
扁
標
注
の
検
討
－
官
社
の
数
日
的
変
遷

　
に
関
し
て
…
」
（
噸
延
喜
式
研
究
㎞
第
八
号
　
延
喜
式
研
究
会
　
平
成
五
年
九
月
）

④
松
尾
芝
焼
「
古
代
の
祭
祀
空
間
1
『
出
雲
国
風
土
記
㎞
に
み
る
地
域
社
会
の
神

　
と
社
…
」
（
『
史
林
瞼
第
九
八
巻
第
一
号
　
史
学
研
究
会
　
平
成
二
十
七
年
一
月
）

　
以
下
の
引
常
も
同
論
文
に
よ
る
。

⑤
は
じ
め
に
註
③
丸
山
論
文
八
六
頁

⑥
　
西
宮
一
民
「
第
二
章
　

「
訓
読
」
各
説
」
（
同
『
古
事
記
の
研
究
匝
　
お
う
ふ

14　（688）



　
う
　
平
成
五
年
十
月
）
、
神
野
志
隆
光
「
二
　
「
国
作
り
」
の
文
脈
扁
（
同
『
古
代

　
天
皇
神
話
論
㎞
若
草
書
房
　
平
成
十
一
年
十
二
月
）

⑦
山
本
信
吉
「
神
社
修
造
と
社
司
の
成
立
偏
（
山
本
信
吉
・
東
四
柳
史
明
確
『
寺

　
社
造
営
の
政
治
史
』
思
文
閣
出
版
　
平
成
十
二
年
十
二
月
）

⑧
加
瀬
直
哉
『
平
安
時
代
の
神
社
と
神
職
』
（
吉
川
弘
文
館
平
成
二
十
七
年
三

　
月
）
の
第
一
部
各
章
の
諸
論
稿

⑨
有
寓
純
也
「
神
祇
官
の
特
質
…
地
方
神
社
と
国
司
・
朝
廷
」
（
有
富
純
也
魍
日

　
本
古
代
国
家
と
支
配
理
念
』
東
京
大
学
出
版
会
　
平
成
二
十
一
年
三
月
）

⑩
小
倉
慈
司
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
地
方
神
社
行
政
の
展
開
」
（
『
史
学
雑
誌
㎏

　
第
一
〇
三
編
第
一
二
号
　
史
学
会
　
平
成
六
年
三
月
）

⑪
そ
の
他
、
先
行
研
究
が
少
な
く
な
い
が
、
註
⑦
～
⑩
論
文
に
詳
し
い
。

⑫
「
続
記
」
宝
亀
七
年
八
月
朔
（
一
日
）
条
に
は
、
祝
の
処
置
に
つ
い
て
定
め
る
。

⑬
こ
こ
で
は
禰
宜
・
祝
を
指
し
て
い
る
。
熊
谷
保
孝
「
宮
社
制
下
の
神
職
」
（
同

　
『
律
令
国
家
と
神
祇
』
第
一
書
房
　
昭
和
五
十
七
年
六
月
）
に
よ
れ
ば
、
官
社
制

　
の
成
立
と
共
に
定
め
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
が
、
特
に
祝
は
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し

　
た
語
と
し
て
い
る
。

⑭
北
條
勝
貴
門
古
代
日
本
の
神
仏
信
仰
扁
（
四
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

　
第
一
四
八
集
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
平
成
二
十
年
十
二
月
）

第
二
章
　
神
社
建
築
の
有
無
と
そ
の
様
相

　
次
に
そ
も
そ
も
、
平
安
時
代
の
神
社
の
建
築
的
施
設
の
有
無
や
、
そ
の
状
態
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
を
、
史
料
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

な
お
こ
こ
で
は
伊
勢
神
宮
の
よ
う
に
七
世
紀
後
期
か
ら
建
築
士
施
設
の
完
備
し
て
い
た
よ
う
な
有
力
神
社
は
取
り
あ
げ
ず
、
極
力
地
方
の
一
般

的
な
神
社
の
実
態
を
探
る
よ
う
に
心
が
け
た
い
。

（…

j
建
築
施
設
の
存
在

神社建築の形成過程（山岸）

　
既
に
修
造
政
策
で
見
た
よ
う
に
、
天
武
朝
に
天
社
地
社
の
修
理
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
何
ら
か
の
施
設
の
あ
る
神
社
が
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
か
ろ
う
。
天
武
十
三
年
（
六
八
四
　
「
紀
」
同
年
十
月
壬
辰
条
）
や
天
平
六
年
（
七
三
四
　
「
続
紀
」
同
年
四
月
癸
内
障
）
に
、
神
社
の
地

震
に
よ
る
被
害
を
確
認
さ
せ
て
い
る
の
も
、
同
様
に
施
設
の
存
在
を
示
唆
す
る
。

　
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
に
、
常
陸
国
が
川
を
掘
る
と
神
社
を
え
ぐ
る
か
ら
川
を
掘
ら
な
い
よ
う
に
願
い
で
て
い
る
記
事
（
「
続
紀
」
同
年

八
月
庚
申
条
）
や
、
宝
亀
四
年
（
七
七
三
）
に
丹
波
国
魂
我
等
で
盗
人
が
供
祭
物
を
食
べ
て
死
ん
だ
の
で
、
十
丈
ほ
ど
離
し
て
「
更
立
社
」
て
た
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記
事
（
「
続
紀
」
同
年
九
月
振
興
条
）
な
ど
も
、
神
社
に
建
築
的
施
設
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
事
例
が
、

建
築
的
施
設
の
な
い
、
祭
祀
の
庭
の
み
の
神
社
で
あ
っ
た
と
の
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
九
世
紀
に
な
っ
て

も
自
然
物
だ
け
の
神
社
が
あ
っ
た
実
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
建
築
的
施
設
の
な
い
祭
祀
の
場
だ
け
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
川
の
開
墾
を
避
け

た
り
、
繊
を
避
け
て
社
地
を
移
す
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
九
世
紀
孟
春
に
な
っ
て
、
天
安
二
年
（
入
五
八
）
に
、
筑
後
国
の
高
良
玉
垂
神
及
び
比
嘩
神
の
正
殿
が
焼
け
て
位
記
が
焼
損
し
た
と
の
記
録

は
、
地
方
の
神
社
に
本
殿
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
確
実
な
史
料
と
な
る
（
「
文
徳
実
録
」
天
安
二
年
五
月
甲
皮
条
史
料
十
三
）
。
そ
の
本
殿
の
中
に

神
の
位
を
記
す
位
記
の
正
文
が
奉
安
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
史
料
十
三
　
「
文
徳
実
録
」
巻
十
天
安
二
年
五
月
甲
戌
条

　
先
是
、
高
良
玉
垂
神
雪
平
涜
神
等
正
殿
遇
失
火
、
位
記
皆
被
焼
損
、
傍
今
日
勘
旧
文
案
、
更
令
書
之
、
但
豊
橋
本
位
從
三
位
、
今
授
正
三
位
、
比
諸
神
本
位

　
從
五
位
下
、
今
授
從
四
位
下
、
又
同
神
殊
授
封
甘
七
戸
、

　
こ
れ
よ
り
先
、
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
に
は
、
住
吉
神
社
・
香
取
神
社
・
鹿
島
神
社
が
い
わ
ゆ
る
二
十
年
に
一
度
の
式
年
造
替
を
行
っ
て
い

た
こ
と
を
記
し
て
お
り
（
「
後
紀
」
巻
廿
二
　
同
年
六
月
辛
卯
条
史
料
十
四
）
、
九
世
紀
初
頭
に
、
こ
れ
ら
有
力
な
神
社
に
正
殿
を
含
む
社
殿
が
あ

っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
に
は
常
陸
国
の
鹿
島
社
に
「
六
箇
院
」
と
称
す
る
相
当
な
規
模
の
施
設
群
が
あ

っ
た
（
コ
ニ
代
実
録
」
巻
十
二
　
貞
観
八
年
正
月
廿
日
丁
酉
条
史
料
三
）
。
こ
の
施
設
群
が
、
そ
の
造
営
に
栗
材
を
多
く
用
い
て
い
た
と
い
う
記
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
後
の
神
社
建
築
と
比
べ
て
特
異
で
あ
る
。

　
史
料
十
四
　
　
「
後
紀
」
巻
廿
二
弘
仁
三
年
六
月
辛
卯
条

　
神
祇
官
言
、
住
吉
・
香
取
・
鹿
嶋
三
神
社
、
隔
廿
箇
年
、
　
皆
改
作
、
積
習
爲
常
、
其
直
黒
少
、
歯
骨
除
正
殿
外
、
随
破
修
理
、
永
爲
恒
例
、
許
之
、
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神社建築の形成過程（山岸）

（
二
）
建
築
的
施
設
の
な
い
神
社

　
弘
仁
と
貞
観
の
施
策
を
通
じ
て
、
曲
が
り
な
り
に
も
神
社
の
建
築
的
施
設
は
増
加
し
て
い
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
な
お
九
世
紀
に
な
っ
て

も
社
殿
が
な
か
っ
た
神
社
は
少
な
く
な
い
。

　
「
続
後
喜
」
承
和
四
年
（
八
三
七
）
十
二
月
庚
子
条
（
史
料
十
五
）
に
よ
れ
ば
、
豊
前
国
香
春
思
神
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

　
史
料
十
五
　
「
続
後
紀
」
巻
六
　
承
和
四
年
十
二
月
庚
子
条

　
大
宰
府
言
、
管
豊
前
国
田
河
郡
香
春
雰
神
、
興
国
息
長
大
姫
大
目
命
・
忍
毎
週
・
豊
比
瞠
命
、
憂
欝
三
社
、
元
来
是
石
山
、
而
上
木
惣
無
、
至
延
暦
年
中
、

　
遣
唐
請
選
挙
最
澄
吉
平
草
山
祈
云
、
願
縁
神
力
平
平
渡
海
、
即
精
製
下
界
神
造
寺
読
経
、
爾
来
草
木
蕩
轡
、
神
験
如
在
、
毎
有
水
旱
疾
疫
之
災
、
郡
司
百
姓

　
就
之
祈
禧
、
必
蒙
感
応
、
年
登
人
壽
異
於
他
郡
、
望
預
官
社
、
以
表
崇
祠
、
許
之
、

　
即
ち
香
春
峰
神
は
辛
国
息
長
大
姫
大
目
命
・
忍
骨
性
・
豊
比
嘩
命
三
神
か
ら
な
る
神
だ
が
、
そ
の
社
は
「
石
山
」
で
あ
っ
て
、
木
も
生
え
て

い
な
か
っ
た
。
最
澄
が
監
製
の
安
全
を
祈
願
し
た
こ
と
か
ら
延
暦
年
間
に
山
の
下
に
寺
を
作
る
事
に
な
り
、
そ
の
神
威
に
よ
っ
て
官
社
に
列
せ

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
官
社
に
な
っ
た
九
世
紀
前
期
に
も
社
は
草
木
の
生
え
た
岩
山
だ
け
で
、
麓
の
建
築
的
施
設
は
神
宮
寺
で
あ
っ

た
。
神
社
の
社
殿
は
見
え
て
こ
な
い
。

　
自
然
物
の
み
の
神
社
は
九
世
紀
に
は
他
に
も
存
在
し
た
。
「
三
代
実
録
」
貞
観
六
年
十
二
月
廿
六
B
腎
管
条
（
史
料
十
六
）
に
よ
れ
ば
、
肥
後

国
阿
蘇
の
黒
黒
龍
命
は
神
露
盤
で
あ
る
が
、
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
十
月
三
日
夜
に
池
の
水
が
沸
騰
し
た
。
健
磐
龍
駕
の
妃
の
比
費
神
は
嶺
で

あ
り
、
三
つ
の
岩
で
あ
っ
た
が
、
同
日
の
夜
に
崩
壊
し
た
。
こ
れ
ら
は
阿
蘇
火
山
の
噴
火
活
動
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
史
料
十
六
　
　
「
三
代
実
録
」
巻
九
貞
観
六
年
十
二
月
廿
六
日
条

　
大
宰
言
書
、
肥
後
国
阿
藻
郡
正
二
位
勲
五
等
健
磐
龍
霊
神
露
池
、
去
十
月
三
日
夜
、
有
声
震
動
、
池
水
沸
騰
空
中
、
東
南
酒
落
、
其
落
東
方
者
、
如
布
延
綬
、

　
　
広
悪
澄
町
、
水
色
如
富
麗
着
草
木
、
錐
経
旬
日
、
不
単
解
、
又
比
費
神
嶺
、
元
来
有
三
石
神
、
高
四
許
丈
、
同
夜
二
石
神
頽
崩
、
府
司
等
決
之
亀
笠
云
、
応
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有
水
疫
之
災
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
そ
も
そ
も
こ
の
阿
蘇
の
健
磐
龍
奇
霊
は
、
天
長
二
年
（
八
二
五
）
か
ら
し
ば
し
ば
池
の
水
の
変
動
を
生
じ
て
お
り
、
火
山
活
動
が
続
い
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
貞
観
七
年
二
月
十
日
壬
戌
に
は
こ
れ
を
鎮
め
る
た
め
「
宜
諸
寺
薫
修
、
毎
伴
走
幣
」
す
べ
き
こ
と
が
大
宰
府
か
ら
言
上
さ

れ
、
太
政
官
は
五
畿
七
道
諸
国
に
、
同
様
の
寺
社
へ
の
命
令
を
出
し
て
い
る
（
コ
ニ
代
実
録
」
同
日
条
）
。
阿
蘇
の
神
や
そ
の
社
に
祈
ら
せ
て
い
る

の
で
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
健
磐
龍
命
・
比
雨
止
に
は
特
定
の
建
築
的
施
設
の
社
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
続
後
輩
」
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
九
月
乙
未
条
（
史
料
十
七
）
に
よ
れ
ば
、
伊
豆
国
の
上
津
島
（
現
在
の
神
津
島
）
に
は
、
三
嶋
大
社
の
后
の

阿
波
神
と
そ
の
子
袖
貝
奈
乃
命
が
鎮
座
し
て
い
た
。
同
年
七
月
五
B
夜
に
海
中
か
ら
噴
火
活
動
が
あ
っ
て
新
た
に
「
神
宮
四
院
、
石
室
二
間
、

屋
二
間
、
闇
室
十
三
基
」
が
作
ら
れ
た
。

　
史
料
十
七
　
　
「
続
後
紀
」
巻
九
　
承
和
七
年
九
月
乙
未
条

　
伊
豆
国
富
、
賀
茂
郡
有
造
論
評
、
本
名
上
津
嶋
、
此
嶋
坐
阿
波
神
、
是
三
嶋
大
社
本
后
也
、
又
坐
物
忌
奈
乃
命
、
即
前
社
御
子
神
也
、
新
作
神
宮
四
面
、
石

　
室
二
間
、
屋
二
聞
、
空
室
十
三
基
、
上
津
嶋
本
体
、
草
木
繁
茂
、
東
南
北
方
巖
峻
雷
干
、
人
船
不
到
、
畿
西
面
有
泊
宿
之
浜
、
今
成
焼
崩
、
與
海
共
成
陸
地

　
井
沙
浜
二
千
許
町
、
ア
其
嶋
東
北
角
有
新
造
叢
書
、
其
中
有
聾
、
高
五
百
許
丈
、
基
周
八
百
許
丈
、
其
形
如
伏
鉢
、
東
方
片
岸
惣
門
四
重
、
青
黄
緑
白
色
沙

　
次
第
敷
之
、
エ
其
上
有
一
閣
室
、
高
四
許
斐
、
イ
次
南
海
辺
有
二
石
室
、
各
長
十
着
丈
、
広
四
許
丈
、
高
三
許
諾
、
其
裏
面
三
稜
石
、
屏
風
立
之
、
巖
壁
伐

　
波
、
山
川
飛
雲
、
其
形
微
妙
難
名
、
其
前
懸
爽
纈
軟
障
、
即
応
美
麗
浜
、
以
五
色
壷
鐙
修
、
次
南
傍
有
一
礒
、
春
立
屏
風
、
其
色
三
分
之
二
悉
金
色
夷
、
眩

　
曜
之
状
不
可
敢
記
、
ア
亦
東
南
角
有
新
造
院
、
周
垣
二
重
以
墓
築
固
、
各
高
息
骨
面
、
広
一
襟
丈
、
南
面
有
二
門
、
其
中
央
有
一
聾
、
周
六
百
許
丈
、
高
五

　
百
許
丈
、
エ
叢
叢
片
岸
有
十
一
　
閣
室
、
八
基
南
面
、
四
基
西
面
、
自
門
幸
町
丈
、
高
十
二
許
丈
、
ウ
其
上
階
東
有
屋
一
基
、
高
恩
置
形
葺
造
之
、
長
間
門
丈
、

　
広
四
許
丈
、
高
浜
二
丈
、
其
壁
土
白
石
立
固
、
則
南
面
有
一
戸
、
ウ
三
唱
方
有
一
屋
、
百
工
瓦
葺
作
之
、
其
壁
塗
赤
土
、
東
面
有
一
戸
、
院
裏
町
砂
皆
悉
金

　
色
、
ア
又
西
北
角
有
新
作
院
、
周
垣
未
究
作
、
其
中
有
二
聾
、
歯
周
各
八
百
許
丈
、
高
六
百
許
丈
、
其
体
如
盆
伏
、
南
片
岸
有
階
二
重
、
以
白
沙
敷
之
、
其

　
　
頂
平
編
也
、
從
北
角
至
子
未
申
角
、
長
十
二
許
里
、
広
五
許
里
、
皆
野
成
沙
浜
、
從
戌
亥
角
、
雨
下
丑
寅
角
、
八
許
里
、
広
五
許
里
、
同
成
沙
浜
、
ア
当
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神祉建築の形成過程（山岸）

院
、
元
是
大
海
、
又
劇
雰
有
一
院
一
門
、

自
飴
雑
物
、
燈
焔
未
必
、
不
能
具
注
、

長
潮
上
地
、
入
地
如
水
、
震
上
大
石
、

阿
波
翼
壁
、
三
嶋
大
社
本
后
、

火
將
亡
禰
宜
等
、
国
郡
司
不
勢
者
、

不
見
状
、
漸
比
戻
近
、
雲
霧
霧
朗
、

其
頂
有
如
筆
端
形
石
、
高
十
許
丈
、
右
手
把
劔
、
左
手
持
梓
、
其
後
有
侍
者
、

　
　
　
去
承
和
五
年
七
月
五
日
夜
出
火
、
上
津
嶋
左
右
海
中
焼
、
炎
如
野
火
、

　
　
　
以
火
焼
催
、
竪
琴
諸
天
、
鱗
状
朦
朧
、
所
所
焔
飛
、
其
間
経
旬
、
雨
灰
漏
部
、

五
子
椙
生
、
而
後
后
授
賜
冠
位
、
我
本
后
未
預
男
色
、
因
業
我
殊
示
黙
坐
、

　
　
將
亡
国
郡
司
、
若
墨
守
所
欲
者
、
天
下
国
郡
平
安
、
令
産
業
豊
登
、
今
年
七
月
十
二
日
砂
望
彼
嶋
、

　
　
神
作
院
岳
等
之
類
、
露
見
其
貌
、
斯
乃
神
明
之
所
感
也
、

　
　
　
　
脆
謄
貴
主
、
其
辺
嵯
峨
不
可
通
達
、

　
十
二
童
子
相
接
取
炬
、
下
海
附
火
、
諸
童
子

　
　
　
　
循
召
集
諸
祝
刀
禰
等
、
卜
求
其
崇
云
、

將
預
冠
位
、
若
禰
宜
薫
煙
二
君
此
廻
者
、
出
鹿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雲
燗
覆
四
而
、
都

　
四
院
は
下
線
部
ア
、
石
室
二
間
は
下
線
部
イ
、
麗
二
間
は
下
線
部
ウ
、
閣
室
十
三
基
は
下
線
部
工
に
該
当
す
る
。
院
・
室
・
屋
な
ど
の
表
記

だ
け
で
は
い
か
に
も
神
社
の
建
築
的
施
設
が
作
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
の
規
模
や
形
状
を
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
れ
ば
、
火

山
活
動
の
溶
岩
や
噴
石
な
ど
で
で
き
た
自
然
地
形
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
噴
火
で
で
き
た
自
然
の
地
形
が
そ
の
ま

ま
社
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
同
時
に
こ
の
よ
う
な
記
述
は
以
下
の
こ
と
も
意
味
す
る
。
例
え
ば
一
基
の
「
屋
」
の
屋
根
は
、
馬
形
の
盗
玉
で
、
も
う
一
基
の

「
屋
」
は
黒
石
で
葺
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
面
に
戸
が
あ
っ
た
。
即
ち
通
常
の
建
築
と
類
似
し
た
仕
様
で
作
ら
れ
て
い
る
か
の
如
く
描
か

れ
て
い
る
。
従
っ
て
九
世
紀
中
期
に
、
周
辺
の
神
社
に
建
築
的
な
施
設
が
存
在
し
た
一
般
的
状
況
が
あ
り
、
そ
れ
に
擬
え
て
、
火
山
活
動
で
で

き
た
場
を
、
建
築
物
の
あ
る
社
の
如
く
表
現
し
た
と
も
見
る
事
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
「
屋
」
の
規
模
は
、
ひ
と
つ
は
長
さ
が
約
十
丈
、

広
さ
が
約
四
丈
、
高
さ
は
約
六
丈
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
大
規
模
な
仏
堂
を
想
起
さ
せ
る
規
模
で
、
一
般
的
な
神
社
の
社
殿
の
規
模
を
大
き
く
上

回
っ
て
い
る
。

　
即
ち
、
九
世
紀
中
期
に
は
、
幾
度
も
の
朝
廷
の
命
令
に
よ
っ
て
、
建
築
物
と
し
て
の
神
社
の
施
設
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
自
然
の
地
形

を
神
社
の
施
設
に
見
立
て
る
だ
け
の
神
社
も
併
存
し
て
お
り
、
自
然
物
と
は
別
に
建
築
物
が
併
存
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
例
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
長
保
薪
制
で
枯
木
の
下
や
荒
野
を
社
・
祠
と
呼
ん
で
い
る
の
と
は
大
き
く
隔
た
っ
て
、
阿
蘇
や
伊
豆
の
事
例
こ
そ
、
古
く
か
ら
の
自
然
崇
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拝
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
事
例
と
言
っ
て
よ
い
。

①
岡
田
英
男
は
当
麻
寺
憂
薬
羅
堂
の
前
身
の
虹
梁
、
払
田
柵
の
発
掘
調
査
で
出
土

　
し
た
門
柱
の
一
部
な
ど
、
古
代
の
建
築
で
の
栗
材
の
使
用
は
ま
れ
に
見
ら
れ
、
胆

　
沢
城
跡
の
出
土
建
築
部
材
で
は
栗
が
多
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
東
北
地
方
で
の
栗

　
の
使
用
が
目
立
つ
の
で
、
地
域
性
な
い
し
は
周
囲
の
自
然
環
境
を
反
映
し
た
も
の

　
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
鈴
木
伸
也
・
鈴
木
（
三
浦
）
恵
に
よ
る
発
掘

　
調
査
で
出
土
し
た
厭
世
の
出
土
木
製
品
・
遺
構
構
築
材
の
材
種
類
別
の
結
果
に
よ

　
れ
ば
、
京
都
で
は
栗
材
の
使
馬
は
極
め
て
少
な
く
、
鎌
倉
や
平
泉
で
は
栗
材
の
使

　
用
比
率
が
京
都
の
四
倍
に
も
上
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
檜
材
の
使
用

　
比
率
は
京
都
が
鎌
倉
’
平
泉
の
三
～
十
倍
に
及
ぶ
。
地
域
に
よ
る
使
用
木
材
の
種

　
別
の
差
異
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
岡
田
英
男
「
古
代
建
築
に
使
っ
た
木
」
（
門
普
請
研
究
』
第
八
号
　
普
請
帳
研
究

　
会
　
昭
和
五
十
九
年
六
月
）

　
　
鈴
木
伸
也
・
鈴
木
（
三
浦
）
恵
「
鎌
倉
の
木
材
利
用
－
出
土
木
材
の
樹
種
と
年

　
の
観
点
か
ら
一
」
（
小
野
正
敏
・
五
味
文
彦
・
萩
原
三
雄
編
『
考
古
学
と
中
世
史

　
研
究
1
2
　
木
材
の
中
世
　
利
用
と
調
達
』
高
志
良
習
　
平
成
二
十
七
年
七
月
）

②
貞
観
六
年
の
他
に
、
「
後
野
市
巻
辮
三
逸
文
（
類
聚
国
史
・
日
本
紀
略
）
天
長

　
二
年
四
月
庚
辰
（
七
日
）
条
、
「
続
後
紀
」
巻
九
承
和
七
年
九
月
聖
血
（
廿
一
日
）

　
条
、
「
三
代
実
録
」
巻
貞
観
九
年
八
月
六
日
壬
申
条
に
怪
異
の
事
が
見
え
る
。
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第
三
章
　
神
社
本
殿
の
建
築
形
態

　
次
に
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
お
い
て
神
社
本
殿
の
建
築
形
態
が
ま
が
り
な
り
に
で
も
知
ら
れ
る
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
具
体
的
な
建

築
形
態
を
知
る
文
献
史
料
は
（
四
）
で
取
り
あ
げ
る
「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」
だ
け
で
、
他
に
は
見
い
だ
し
て
い
な
い
の
で
、
発
掘
遺
構
が
手

掛
か
り
と
な
る
。
し
か
し
発
掘
遺
構
は
、
神
社
本
殿
と
確
定
で
き
る
例
は
殆
ど
な
い
。
遺
構
の
平
面
形
式
や
周
辺
か
ら
の
出
土
遺
物
、
後
世
の

神
社
の
存
在
か
ら
、
神
社
の
建
築
的
施
設
だ
と
推
定
し
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
従
っ
て
確
実
な
根
拠
と
し
て
発
掘
遺
構
を
扱
う
の
は
慎

重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（㎜

j
島
根
県
青
木
遣
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
島
根
県
松
江
市
の
青
木
遺
跡
で
は
、
W
区
と
称
さ
れ
る
発
掘
区
か
ら
方
形
貼
石
区
画
と
そ
の
内
部
の
掘
立
柱
建
物
S
B
O
3
、
区
画
外
の
三

棟
の
掘
立
柱
建
物
S
B
O
2
・
0
4
・
0
5
が
検
出
さ
れ
た
（
図
1
）
。
こ
れ
ら
は
一
連
の
遺
構
で
、
出
土
土
器
か
ら
「
八
世
紀
中
頃
～
九
世
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図1　青木遺跡】V区遺構図

出典；註①報告轡掲載國を加工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

紀
前
葉
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
中
心
的
な
施
設
は

S
B
O
3
で
あ
り
、
方
形
貼
石
区
画
の
上
に
立
っ
て
い
て
、
他

の
建
物
よ
り
柱
径
も
一
回
り
大
き
い
。
平
面
は
間
口
二
間
、
奥

行
二
間
で
中
央
に
心
柱
が
立
ち
、
こ
の
心
柱
は
更
に
一
回
り
太

い
。
柱
間
は
一
・
四
～
一
・
七
メ
ー
ト
ル
で
、
統
一
は
と
れ
て

い
な
い
（
図
2
）
。

　
こ
の
平
面
形
式
は
近
隣
の
出
雲
大
社
本
殿
（
図
3
）
と
似
て

い
る
が
、
大
社
本
殿
で
回
持
柱
が
壁
面
よ
り
外
に
飛
び
出
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
る
の
に
対
し
、
S
B
O
3
で
は
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
。
た
だ

中
央
の
柱
（
心
柱
）
が
側
柱
よ
り
太
い
点
は
出
雲
大
社
本
殿
と

も
共
通
す
る
。
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
味
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ

る
。
方
二
間
で
、
中
央
に
も
柱
の
立
つ
平
面
形
式
の
建
物
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

先
史
時
代
か
ら
多
数
知
ら
れ
て
い
る
が
、
歴
史
時
代
に
は
見
ら

れ
な
く
な
る
。

　
青
木
遺
跡
の
上
記
｝
連
の
遺
構
の
周
辺
か
ら
は
、
遺
構
と
同

時
期
の
絵
馬
や
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
墨
書
は
「
美
談

社
」
「
惣
社
」
「
神
助
」
「
祝
□
」
な
ど
、
神
に
関
わ
る
も
の
が

あ
る
。
こ
の
墨
書
か
ら
、
発
掘
調
査
報
告
書
は
上
記
遺
構
を

「
出
雲
国
風
土
記
」
「
延
喜
式
」
に
見
え
る
美
談
社
（
美
談
神

21 （695）
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図2　青木遺跡SBO3平面図

出典　註①報告書

　　図3　出雲大社本殿平面図

出典：『出雲大社　社殿等建造物講査報告書遡大社

　　町教育委員会　平成十獲年

社
）
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
近
辺
か
ら
こ
の
神
社
遺
構
よ
り
降
る
十

世
紀
初
頭
頃
ま
で
に
作
ら
れ
た
神
像
も
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
報
告
書
の
遺

構
解
釈
は
豊
富
な
出
土
史
料
を
緻
密
に
分
析
し
た
結
果
で
あ
る
の
で
、
こ
の

結
論
に
従
う
と
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
半
に
、
出
雲
大
社
本
殿
に
似

た
形
式
の
方
二
間
の
神
社
本
殿
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
美
談
社
本
殿
は
、
神
社
本
殿
の
遣
構
と
し
て
は
極
め
て
古
い
時
期
の

も
の
で
あ
る
が
、
方
二
間
で
心
柱
も
あ
る
建
築
の
平
面
形
式
は
、
八
世
紀
以

前
の
古
い
建
築
形
式
を
用
い
て
い
て
、
出
雲
大
社
に
し
か
継
承
さ
れ
な
か
っ

　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
⑥

た
形
式
だ
と
言
え
る
。

　
ま
た
こ
の
S
B
O
3
と
そ
の
周
辺
の
建
物
の
柱
材
は
、
ク
リ
・
カ
ヤ
・
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ヤ
キ
・
ク
ス
・
ツ
バ
キ
な
ど
雑
多
な
用
材
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の
鹿

島
社
の
材
種
と
似
た
傾
向
を
示
す
。
こ
れ
が
神
社
建
築
に
特
有
な
材
木
の
用

い
方
な
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
二
）
滋
賀
県
金
貝
遺
跡

　
滋
賀
県
東
近
江
市
の
金
貝
遺
跡
（
図
4
）
で
検
出
さ
れ
た
掘
立
柱
建
物
第
1

区
S
B
3
は
、
桁
行
三
間
、
梁
問
二
間
の
身
舎
の
正
面
に
庇
が
付
く
平
面
形

式
で
あ
る
。
桁
行
は
ニ
メ
ー
ト
ル
の
等
間
、
梁
行
は
身
舎
が
ニ
メ
ー
ト
ル
等

間
、
庇
が
三
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
こ
の
S
B
3
か
ら
出
土
し
た
遺
物
は
極
め
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て
少
な
い
が
、
周
辺
遺
構
か
ら
の
出
土
遺
物
に
よ
っ
て
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
半
の
遺
構
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
出
土
遺
物
に
何
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
形
跡
を
窺
わ
せ
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
遺
跡
の
調
査
報
告
書
及
び
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
黒
田
龍
二
の
考
察
で
は
、

三
問
一
面
の
平
面
形
式
、
そ
の
柱
間
寸
法
、
及
び
木
階
の
親
柱
と
考
え
ら
れ
る
庇
柱
に
近
接
す
る
小
さ
な
掘
立
柱
寄
方
二
箇
所
の
存
在
か
ら
、

上
賀
茂
神
社
・
下
鴨
神
社
の
現
在
の
本
殿
と
ほ
ぼ
同
規
模
・
同
形
式
で
あ
り
（
図
5
）
、
S
B
3
は
三
問
社
流
造
の
神
社
本
殿
と
推
定
し
て
い

る
。
ま
た
式
内
社
川
桁
神
社
と
の
関
連
も
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
遺
構
は
上
記
指
摘
の
通
り
、
三
間
社
流
造
の
平
面
形
式
を
備
え
て
お
り
、
神
社
本
殿
と
考
え
る
こ
と
は
一
定
の
妥
当
性
を
も
つ
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
上
賀
茂
・
下
鴨
神
社
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿
と
異
な
る
点
も
あ
り
、

や
弔
㍉
．
、
ノ
冷
叉
㌶
タ
　
　
　
　
碁
同
じ
報
告
書
で
す

［　’「＼／＼こ＼

　　へ／　＼
＼山

≧囎
　．x．X

懸＼難
ん／PUkxx．

厚！様
；，．　／x〈xtsixX

ノ／臨…。：

＼
＼
＼
“

、
、
獣

　　
鐸
N
，

　
　
。
喰

衡
　
　
　
　
嚇
，

　
＼
、
『

ば、　
・
冥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
／
＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曲
／

炎
節
醤
覧
熱
薄
》
、

認
叢
3
鰹

　　　　　　図4

出典：誰⑩報告轡を船工

金員遺跡遺構図

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
S
B
3
は
両

聯
社
の
よ
う
に
土
台
立
ち

で
は
な
い
こ
と
、
庇
の
柱

も
円
柱
の
可
能
性
が
あ
る

こ
と
、
木
階
の
親
柱
が
庇

柱
に
近
接
し
す
ぎ
て
い
る

こ
と
、
柱
径
や
残
堀
方
の

深
さ
が
一
定
し
て
い
な
い

こ
と
が
そ
の
差
異
で
あ
る
。
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出典：識⑧報告書
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金貝遺跡SB3と上賀茂・下鴨神社本殿平面

さ
ら
に
一
面
庇
の
建
物
は
、
古
代
の
掘
立
柱
建
物
で
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
平
面
形
式
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

っ
て
、
金
貝
遺
跡
の
遺
構
図
を
見
て
も
少
な
く
と
も
他
に
三
棟
の
一
面
庇
の
建
物
が
雪
い
だ

　
　
⑧

さ
れ
る
。
従
っ
て
S
B
3
を
神
社
本
殿
と
断
定
す
る
に
は
躊
躇
さ
れ
る
。

　
し
か
し
報
告
書
の
よ
う
に
S
B
3
を
神
社
本
殿
と
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
遺
構
は
確
認
で

き
る
三
間
社
流
造
本
殿
の
最
古
の
遺
構
と
な
る
と
同
時
に
、
上
賀
茂
・
下
鴨
神
社
本
殿
を
基

準
に
考
え
て
い
る
流
造
本
殿
の
基
本
形
と
は
異
な
り
、
土
台
が
な
く
、
庇
が
円
柱
の
流
造
本

殿
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
他
、
S
B
3
は
柱
径
が
一
定
せ
ず
三
筋
の
揃
い
具
合
が
悪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

く
、
神
社
本
殿
の
よ
う
な
儀
式
と
関
連
す
る
建
物
と
見
て
良
い
か
疑
問
を
感
ず
る
が
、
た
ま

た
ま
技
術
的
な
質
が
高
く
な
か
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
。

（
三
）
山
梨
県
三
ケ
所
週
跡

　
　
　
　
　
⑬

　
三
ヶ
所
遺
跡
は
山
梨
県
甲
州
市
（
も
と
の
塩
山
市
）
に
あ
り
、
近
辺
に
臨
済
宗
清
白
寺
や

窪
八
幡
神
社
が
あ
る
（
図
6
）
。
平
成
二
十
二
年
の
調
査
で
検
出
さ
れ
た
1
号
・
3
号
建
物

は
、
掘
立
柱
の
建
物
で
、
間
口
三
問
、
奥
行
五
間
の
建
物
で
あ
る
（
図
7
）
。
四
穴
や
周
辺

か
ら
九
世
紀
後
半
の
遺
物
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
時
期
の
遺
構
と
考
え
ら
れ
る
。
「
塩
毛
」

（
塩
笥
の
意
味
か
）
「
奉
」
の
刻
書
土
器
が
出
土
し
、
祭
祀
に
関
わ
る
遺
構
と
考
え
る
事
が
で

き
る
。

　
笛
吹
川
を
挟
ん
で
西
岸
に
立
地
す
る
窪
八
幡
神
社
は
、
古
く
は
大
井
俣
神
社
と
称
し
、
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

蔵
の
「
大
井
俣
神
社
本
紀
」
に
よ
れ
ば
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
宇
佐
八
幡
宮
を
勧
請
し
た

24　（698）
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図6　三ヶ所遺跡の周辺環境

　　出典；註⑬報告轡

。

＠

＠

図8　三ヶ所遺跡1号・3号

　　　建物復原案3種

　　出典；註⑬報告轡

…［
⑳
，
一

旧．

e

蛉
，
一

n
、
祠

O．

潤p

…［

”，2　2，1　T．2

　　　1号

図7　三ヶ所遺跡1号

　　出典：註⑬報回書

　3号

　単位二はメートル

・3号建物平面図
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⑮

と
す
る
。
ま
た
近
世
の
記
録
に
、
中
世
後
期
に
は
窪
八
幡
神
社
か
ら
こ
の
遺
跡
の
地
を
通
っ
て
東
の
鷺
宮
へ
の
神
幸
の
祭
礼
が
あ
っ
た
と
記
す
。

「
大
井
俣
神
社
本
紀
」
を
無
条
件
に
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
数
百
年
の
時
間
的
隔
た
り
の
あ
る
中
世
後
期
の
祭
礼
と
1
号
・
3
号
建
物

と
を
安
易
に
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
が
、
窪
八
幡
神
社
の
前
身
の
神
社
に
関
連
す
る
建
築
と
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
1
号
・
3
号
建
物
は
、
切
妻
造
の
身
舎
の
妻
側
の
正
面
に
前
室
の
付
い
た
建
物
と
考
え
ら
れ
る
。
前
室
の
選
書
の
構
造
は
図
8
の
よ
う
に

様
々
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
現
在
見
る
事
の
で
き
る
神
社
本
殿
と
は
大
き
く
異
な
る
形
態
と
晋
え
る
。
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（
四
）
群
馬
県
抜
鉾
大
明
神
社

　
や
や
時
代
が
降
る
が
、
平
安
時
代
の
神
社
社
殿
の
規
模
を
記
述
し
た
貴
重
な
史
料
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

こ
の
史
料
は
、
長
元
三
年
（
一
〇
三
〇
）
に
作
成
さ
れ
た
国
司
の
交
替
に
際
し
て
作
成
さ
れ
る
不
与
解
由
状
の
案
文
で
あ
り
、
複
数
の
草
案
が

重
複
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
以
下
の
抜
鉾
大
明
神
社
の
部
分
で
あ
る
（
史
料
十
八
）
。

　
史
料
十
八
　
「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」

　
正
～
位

　
勲
十
二
等
抜
鉾
大
明
神
社

　
　
借
玉
殿
一
宇

　
　
　
長
三
丈
五
尺
、
広
三
丈
、
高
三
丈
五
尺
、

　
　
柱
十
四
本

　
　
　
棟
甚
逸
彗
凝
隈
盟
顧

　
　
　
櫓
柱
十
本
長
各
二
丈
八
尺
、
　
口
径
一
尺
、

　
　
棟
一
枝
長
三
丈
五
尺
、

　
　
橡
七
十
枝
長
二
丈
、
口
径
三
寸
、
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専
玉
殿
一
宇

　
　
　
長
三
丈
五
尺
、
広
二
丈
、
高
三
丈
五
尺
、

　
　
柱
十
四
本

　
　
　
棟
甚
柱
長
三
蓋
尺
屋
貢
守
、
櫓
柱
＋
本
慶
談
沢
、

　
　
　
棟
一
枝
長
二
丈
五
尺
、
枇
木
四
枝
長
八
丈
、
広
一
尺
二
寸
、
厚
三
寸
、

　
　
　
鰹
木
八
轟
鹸
二
寸
・
広
一
尺
五
寸

　
　
　
　
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
件
社
、
為
前
例
以
計
年
為
限
有
造
替
之
事
、
「
愛
」
当
任
之
内
□
万
寿
コ
二
年
相
当
件
改
造
之

　
　
　
　
「
年
也
」
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
悉
以
造
立
」

　
　
　
　
事
、
因
菰
始
従
玉
殿
迄
干
翻
垣
、
採
新
材
木
不
用
脂
材
一
枝
、
　
神
威
如
在
殊
致
幽
幽
□
、

　
借
玉
殿
と
専
玉
殿
が
ど
の
よ
う
な
建
物
か
明
確
で
は
な
い
が
、
同
じ
史
料
の
赤
城
明
神
社
で
は
建
造
物
が
列
挙
さ
れ
る
中
で
、
御
玉
殿
が
最

初
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
玉
殿
は
本
殿
と
見
て
良
い
。
巻
樽
大
明
神
社
で
は
借
玉
殿
と
専
玉
殿
は
ほ
ぼ
同
規
模
で
、
前
者
が
梁
間
が
広
い
。

一
方
、
柱
の
太
さ
は
後
者
が
太
い
。
専
玉
殿
を
本
殿
、
借
玉
殿
は
権
殿
か
拝
殿
と
見
る
事
が
で
き
よ
う
。

　
専
玉
殿
の
平
面
は
、
柱
の
種
別
と
本
数
や
寸
法
の
記
載
か
ら
、
桁
行
四
間
、
梁
間
二
聞
で
、
棟
通
り
に
は
四
本
の
棟
持
柱
が
立
つ
と
推
定
さ

れ
る
（
図
9
二
通
り
の
可
能
性
を
示
し
た
）
。
お
そ
ら
く
屋
根
は
切
妻
造
で
、
垂
木
勾
配
が
七
寸
（
殆
）
で
あ
る
。
た
だ
し
棟
の
長
さ
「
二
丈
五

尺
」
は
、
借
玉
殿
の
記
載
を
参
照
し
て
「
三
豊
五
尺
」
の
誤
記
と
仮
定
し
た
。
借
玉
殿
も
ほ
ぼ
同
様
な
形
式
と
見
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
引
用
部
分
の
末
尾
の
註
記
に
よ
っ
て
、
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
に
式
年
造
替
が
行
わ
れ
た
建
物
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
三
十

年
ご
と
の
造
替
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
遅
く
と
も
十
世
紀
末
か
ら
こ
の
よ
う
な
形
態
の
社
殿
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
復
原
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
霊
活
神
社
本
殿
は
伊
勢
神
宮
正
殿
（
図
1
0
）
と
類
似
し
た
規
模
と
形
式
で
、
高
さ
で
は
伊
勢
神
宮
を
上
回
る

こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
桁
行
が
四
間
と
偶
数
で
あ
り
、
建
物
内
部
に
ま
で
振
興
柱
が
存
在
す
る
の
は
、
伊
勢
神
宮
と
は
異
な
り
、
こ
れ
を
伊
勢
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図10　伊勢神宮内宮正殿平面図

出典：『名宝日本の美術ユ18　伊勢と日

　　　光（小学館昭和五十七年）

図9　抜鉾神社専玉殿の推定復原案2種

神
宮
の
神
明
造
と
同
じ
範
礁
に
入
れ
る
の
は
揮
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
ち
な
み
に
抜
鉾
神
社
の
後
身
と
さ
れ
て
い
る
貫
前
神
社
の
本
殿
は
、
寛
永
十
二
年

に
建
て
ら
れ
た
食
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
正
面
三
間
、
側
面
三
問
、
入
母
屋
造
、
妻

入
で
、
正
面
に
三
間
の
向
拝
を
取
り
付
け
た
建
物
で
あ
る
。
内
部
は
柱
と
扉
で
前
後

二
つ
の
空
間
に
仕
切
っ
て
、
後
方
の
奥
行
二
間
の
空
間
中
央
に
独
立
柱
が
立
つ
。
ま

た
天
井
裏
に
も
祭
祀
の
場
が
設
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
異
な
形
式
を
「
上

野
国
交
替
実
録
帳
」
の
記
事
か
ら
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
現
在
の
貫
前
神

社
本
殿
の
形
式
は
、
中
世
以
降
に
創
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
五
）
「
年
中
行
事
絵
巻
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
後
白
河
上
皇
が
作
ら
せ
た
と
さ
れ
る
「
年
中
行
事
絵
巻
」
に
は
平
安
京
周
辺
の
神

社
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
拾
い
出
す
と
神
社
社
殿
の
形
式
の
傾
向
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
描
か
れ
た
神
社
社
殿
は
、
流
造
が
十
三
棟
、
春
日
造
が
六
棟
、
流
造
の
可
能
性
の

あ
る
も
の
一
棟
で
あ
る
。
流
造
の
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
は
屋
根
が
完
全
に
は
描
か

れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ほ
ぼ
す
べ
て
が
流
造
か
春
日
造
で
あ
っ
て
、
現

存
遺
構
か
ら
知
ら
れ
る
中
世
以
降
の
主
流
の
本
殿
形
式
に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
前
項
ま
で
に
見
た
よ
う
に
、
多
様
な
形
式
の
神
社
本
殿
は
、
都
で

は
な
く
地
方
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
都
周
辺
に
そ
の
よ
う
な
多
様
な
形
式
の

28　（7e2）



神社建築の形成過程（山岸）

神
社
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
「
年
中
行
事
絵
巻
」
の
制
作
の
下
限
は
治
承
年
問
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
十
二
世
紀
後
期
に
は
多
様
な
形
式
が
淘
汰
さ
れ
て
、
限
ら
れ
た
形

式
に
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
と
見
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
現
存
最
古
の
流
造
本
殿
遺
構
は
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
十
一
世
紀
後
期
建

設
の
京
都
府
宇
治
上
神
社
本
殿
、
そ
れ
に
次
ぐ
の
が
建
保
三
年
目
＝
＝
九
）
建
設
の
香
川
県
神
谷
神
社
本
殿
で
あ
る
。
ま
た
奈
良
県
宮
の
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

遺
跡
は
丹
生
川
上
神
社
上
社
境
内
の
遺
跡
で
あ
り
、
六
国
史
な
ど
に
見
え
る
丹
生
川
上
社
に
比
定
さ
れ
る
神
社
の
遺
跡
で
あ
る
。
発
掘
調
査
の

結
果
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
社
殿
が
作
ら
れ
た
の
は
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
初
頭
で
、
三
問
社
流
造
の
社
殿
と
推
定
さ
れ
る
礎
石
が
検
禺
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
も
上
記
推
定
を
傍
証
す
る
史
料
と
言
え
よ
う
。

（
穴
）
神
社
建
築
の
多
様
性

　
こ
こ
で
取
り
挙
げ
た
遺
跡
か
ら
検
出
さ
れ
た
遺
構
が
神
社
本
殿
で
あ
る
か
否
か
は
、
な
お
確
定
的
と
は
言
い
難
い
面
も
あ
り
、
遺
構
の
再
検

証
や
類
例
の
増
加
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
面
が
あ
る
。
し
か
し
神
社
建
築
と
考
え
得
る
要
素
を
備
え
て
い
る
事
も
認
め
ら
れ
る
の
で
検
討
対
象

と
し
た
。
以
上
の
例
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
建
築
形
態
が
判
明
す
る
八
世
紀
中
期
か
ら
平
安
時
代
後
期
の
神
社
本
殿
を
列
挙
す
る
と
、
そ
の
形

式
は
＝
疋
し
て
お
ら
ず
、
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
官
社
制
の
下
で
神
社
本
殿
が
国
家
の
施
策
と
し
て
造
営
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う

制
度
論
に
立
つ
と
、
画
一
的
な
神
社
施
設
が
普
及
し
て
い
っ
た
か
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
実
際
に
造
ら
れ
た
（
造
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
め
）

神
社
の
本
殿
を
含
む
施
設
は
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

①
『
青
木
遣
跡
座
（
弥
生
～
平
安
時
代
編
二
（
島
根
県
教
育
委
員
会
平
成
十
八

　
年
三
月
）

②
前
掲
註
①
報
告
書
二
〇
三
頁

③
各
辺
の
中
央
の
柱
の
い
ず
れ
か
が
棟
持
柱
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
発
掘
遺

　
構
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。

④
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
以
下
の
書
で
発
掘
遣
構
が
集
成
さ
れ
て
い
る
。

　
浅
川
滋
男
：
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
編
噌
出
雲
大
社
の
建
築
考
古
学
』

　
（
同
成
社
　
平
成
二
十
四
年
九
月
）

⑤
出
雲
大
社
本
殿
と
同
形
式
の
神
社
本
殿
は
、
現
存
例
で
は
神
魂
神
社
本
殿
（
天

　
正
十
一
年
　
一
五
八
三
　
建
設
）
が
最
古
で
、
そ
の
他
、
島
根
県
内
で
近
世
の
神

29 （703）



　
社
本
殿
遺
構
が
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
い
る
。
近
世
の
遺
構
は
、
大
社
造
の
近
世
社

　
会
の
中
で
の
普
及
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

⑥
島
根
県
杉
沢
皿
遺
跡
は
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
半
の
遺
跡
で
あ
り
、
や
は

　
り
方
二
間
に
心
柱
も
あ
る
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
篠
原
祐
一

　
は
神
社
の
遺
構
と
認
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
従
う
な
ら
、
こ
の
遣
跡
も
青
木
遺
跡

　
と
同
様
な
特
質
を
も
つ
社
殿
が
あ
っ
た
神
社
と
言
え
る
。

　
　
篠
原
祐
一
「
考
古
学
か
ら
の
神
社
認
定
の
プ
ロ
セ
ス
」
（
古
代
考
古
学
フ
ォ
ー

　
ラ
ム
ニ
○
〇
四
『
古
代
の
社
会
と
環
境
』
『
開
発
と
神
仏
と
の
か
か
わ
り
　
資
料

　
集
一
門
京
大
学
山
梨
文
化
研
究
所
・
古
代
考
古
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
会
　
平

　
成
十
六
年
十
月
）

⑦
前
掲
註
①
報
告
書

⑧
　
ほ
場
整
備
関
係
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
〉
遺
跡
発
掘
講
査
報
告
書
三
七
一
二

　
隅
金
貝
遺
跡
　
束
近
江
布
野
村
町
㎞
（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
・
財
団
輿
入
滋
賀
県

　
文
化
財
協
会
　
平
成
二
十
二
年
三
月
）

⑨
前
掲
註
⑧
報
告
書

　
　
黒
田
龍
二
「
附
論
　
掘
立
柱
建
物
S
B
3
の
建
築
史
的
考
察
」
（
同
上
報
告
書

　
所
収
）

⑩
八
日
市
細
螺
広
域
河
川
改
修
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
報
告
書
『
金
貝
遺
跡
東

　
近
江
市
野
村
町
』
（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
・
財
団
法
入
滋
賀
県
文
化
財
協
会
　
平

　
成
二
十
三
年
三
月
）

⑪
た
だ
し
こ
れ
ら
三
棟
は
い
ず
れ
も
庇
の
柱
堀
方
が
身
舎
の
そ
れ
よ
り
小
さ
く
ま

　
た
浅
い
。
従
っ
て
身
舎
と
庇
の
屋
根
が
別
構
造
の
建
物
と
考
え
る
事
が
で
き
る
。

⑫
S
B
3
周
辺
の
遺
構
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
前
掲
註
⑩
報
告
書
掲
載
の
H
区
S

　
B
1
4
は
五
間
一
面
の
平
面
で
、
即
製
の
揃
い
具
合
は
S
B
3
よ
り
は
る
か
に
正

　
確
で
あ
る
。

⑬
こ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
櫛
原
功
一
執
筆
の
以
下
の
報
告
書
に
拠
る
。
な
お
同
書

　
中
に
、
遺
構
の
解
釈
に
つ
い
て
の
拙
論
「
三
ヶ
所
遺
跡
（
3
次
）
の
掘
立
柱
遺
構

　
の
解
釈
」
を
収
録
し
て
い
る
。

　
　
山
梨
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
五
集
㎎
三
ヶ
所
遺
跡
（
第
3
次
調
査
地
点
）

　
1
市
道
小
原
東
東
後
屋
敷
線
改
良
に
伴
う
発
掘
認
査
報
告
書
∴
（
山
梨
市
・
山

　
梨
市
教
育
委
員
会
・
（
財
）
山
梨
文
化
財
研
究
所
　
平
成
二
十
四
年
三
月
）

⑭
前
掲
註
⑬
報
告
書
に
拠
る
。

⑮
本
遺
跡
と
窪
八
幡
及
び
そ
の
御
旅
所
と
雷
う
べ
き
杵
宮
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

　
前
掲
註
⑬
報
告
晋
「
御
幸
道
と
杵
宮
」
に
詳
し
い
。

⑯
前
沢
和
之
「
「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
偏
（
『
群
馬
県

　
史
研
究
蝕
第
四
号
　
昭
和
五
十
一
年
九
月
）

　
　
前
沢
和
之
「
史
料
解
説
「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」
」
（
『
群
馬
県
史
価
資
料
編
4

　
原
始
古
代
4
　
群
馬
県
　
昭
和
六
十
年
三
月
）

⑰
貫
前
神
社
の
元
禄
十
一
年
の
棟
札
に
は
「
奉
再
興
＝
呂
抜
鉾
大
明
神
御
宝
殿

　
修
」
と
あ
っ
て
、
近
世
に
は
抜
鉾
大
明
神
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
剛
重
要
文
化
財
貫
前
神
社
本
殿
及
び
拝
殿
保
存
修
理
工
事
報
告
書
』
（
文
化
財

　
建
造
物
保
存
技
術
協
会
　
平
成
二
十
六
年
）

⑱
以
下
の
検
討
は
下
記
刊
本
に
拠
っ
た
。

　
　
㎎
日
本
の
絵
巻
8
　
年
中
行
事
絵
巻
㎞
（
申
央
公
論
社
　
昭
和
六
十
二
年
十
一

　
月
）

⑲
こ
の
内
、
四
棟
分
と
考
え
た
巻
十
二
の
梅
宮
社
は
、
四
棟
の
麗
根
が
繋
が
れ
て

　
連
棟
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
現
状
の
同
社
本
殿
は
流
造
で
あ
る
。

⑳
こ
の
点
も
前
掲
註
⑱
の
小
松
茂
美
に
よ
る
解
説
に
従
っ
た
。

⑳
丹
生
川
上
社
の
比
定
地
は
三
社
あ
り
、
下
社
・
中
社
・
上
社
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
神
社
の
比
定
の
経
緯
及
び
宮
の
平
遺
跡
の
遺
構
に
つ
い
て
は
以
下
の
報
告
書
参
照
。

　
　
魍
宮
の
平
遺
跡
　
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
調
査
報
告
第
8
4
冊
』
（
奈
良

　
県
教
育
委
員
会
　
平
成
十
五
年
三
月
）
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神社建築の形成過程（山岸）

お
わ
り
に
一
定
着
・
定
型
化
の
過
程
一

　
近
年
の
学
説
に
立
脚
し
て
、
七
世
紀
後
半
に
官
社
制
の
形
成
に
伴
っ
て
国
家
の
主
導
の
下
に
神
社
本
殿
が
創
出
さ
れ
、
そ
れ
が
神
社
に
建
設

さ
れ
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
流
布
し
て
行
く
過
程
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
、
十
世
紀
ま
で
の
時
期
を
中
心
に
検
討
し
た
。

　
国
家
は
神
社
建
築
の
造
営
・
修
理
・
維
持
管
理
や
清
浄
に
保
つ
こ
と
を
金
国
の
諸
社
に
命
じ
続
け
る
。
こ
の
対
象
と
な
る
神
社
は
、
実
際
に

は
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
に
は
「
延
喜
式
」
の
式
内
社
の
数
に
は
は
る
か
に
及
ば
な
い
限
定
的
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
の
命
令

は
迅
速
に
は
貫
徹
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
国
司
の
神
社
施
設
維
持
の
責
務
も
ま
た
完
全
に
は
果
た
さ
れ
ず
、
在
地
の
神
社
運
営
組
織

で
あ
る
禰
宜
・
祝
等
に
委
ね
ら
れ
た
が
、
そ
れ
も
万
全
に
は
機
能
し
な
か
っ
た
。

　
実
際
、
こ
の
間
に
荒
廃
す
る
神
社
も
あ
っ
た
し
、
一
方
で
い
ま
だ
建
築
的
施
設
を
も
た
な
い
神
社
も
あ
っ
た
。
自
然
の
地
形
が
そ
の
ま
ま
神

社
施
設
で
あ
る
神
社
も
存
在
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
建
築
的
な
施
設
に
擬
え
て
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
て
、
神
社
本
殿
の
建
築
的
形

態
や
神
社
の
施
設
構
成
の
一
般
的
あ
り
方
が
浸
透
し
つ
つ
あ
る
ら
し
い
状
況
も
窺
え
る
。

　
本
殿
の
建
築
形
式
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
な
史
料
し
か
な
い
が
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
期
に
か
け
て
、
青
木
遺
跡
の
よ
う
に
古
墳
時
代

に
見
ら
れ
た
建
築
形
式
を
踏
襲
す
る
神
社
と
、
金
貝
遺
跡
の
よ
う
に
中
世
以
降
に
主
流
と
な
る
流
造
が
併
存
し
て
い
る
。
し
か
し
現
在
知
ら
れ

て
い
な
い
形
式
の
三
ヶ
所
遺
跡
や
抜
鉾
神
社
の
本
殿
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
特
異
な
本
殿
は
十
一
世
紀
に
入
っ
て
も
、
ま
だ
見
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
平
安
中
期
ま
で
は
、
神
社
本
殿
の
建
築
に
関
す
る
規
範
は
な
か
っ
た
し
、
本
殿
を
持
つ
神
社
も
、
持
た
な
い
神
社
も
、
混
在
し
て
い

た
。
さ
ら
に
本
殿
が
あ
っ
た
と
し
て
も
い
ま
だ
画
一
的
な
形
式
と
は
な
ら
ず
、
七
世
紀
以
前
の
古
風
な
建
築
形
式
を
模
倣
し
た
か
と
思
わ
れ
る

本
殿
も
含
ま
れ
て
い
た
。

　
「
年
中
行
事
絵
巻
」
で
流
造
と
春
日
造
の
本
殿
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
よ
う
や
く
定
型
化
し
た
神
社
本
殿
が
流
布
し
た
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こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
見
た
い
。
し
か
し
都
周
辺
の
限
ら
れ
た
有
力
大
社
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
以
て
日
本
全
体
を
推
し
量

る
の
は
危
険
で
あ
る
。

　
神
社
施
設
の
実
態
と
し
て
は
、
平
安
時
代
を
逓
じ
て
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
神
社
建
築
を
持
た
な
い
神
社
も
、
本
殿
そ
の
他

の
施
設
を
備
え
る
神
社
も
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
本
殿
形
式
も
多
様
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
官
社
制
以
前
の
自
然
信
仰
を
反
映
し

て
い
る
側
面
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
つ
つ
、
中
国
の
諸
種
の
信
仰
や
宗
教
を
取
り
込
み
な
が
ら
日
本
の
神
社
の
制
度
が
確
立

し
て
ゆ
く
過
程
で
、
本
殿
の
多
様
な
建
築
形
態
も
生
ま
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
参
照
さ
れ
た
の
は
、
最
初
の
神
社
建
築
と
も
言
う
べ
き

伊
勢
神
宮
の
正
殿
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
で
そ
れ
が
限
ら
れ
た
形
式
に
集
約
さ
れ
て
い
く
の
は
十
二
世
紀
頃
と
推
定
し
た
。
し
か
し

そ
の
要
因
や
そ
の
具
体
的
な
過
程
に
つ
い
て
、
充
分
な
史
料
を
見
い
だ
し
て
い
な
い
。

　
こ
こ
で
、
三
橋
正
に
よ
る
、
神
社
に
常
駐
す
る
神
主
が
お
か
れ
て
そ
れ
を
申
心
と
す
る
神
職
制
度
が
で
き
あ
が
る
の
が
摂
関
期
か
ら
院
政
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
か
け
て
で
あ
り
、
神
ぞ
の
も
の
の
観
念
、
神
へ
の
信
仰
の
あ
り
方
の
形
成
も
同
じ
頃
だ
と
の
指
摘
は
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
。
固
定
的
か

つ
安
定
的
な
神
社
の
維
持
管
理
体
制
の
形
成
と
、
神
社
本
殿
の
定
型
化
は
相
互
に
関
連
を
も
っ
て
お
り
、
形
と
組
織
の
両
輪
の
形
成
が
中
世
的

な
神
社
の
あ
り
よ
う
を
規
定
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
へ
到
る
平
安
時
代
中
期
ま
で
は
、
そ
の
両
輪
が
共
に
不
安
定
で
、
神
社
本
殿
に
つ
い
て
言

え
ば
定
着
と
形
式
固
定
化
の
途
上
を
緩
慢
に
歩
ん
で
い
た
時
代
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
そ
の
安
定
化
の
過
程
の
中

で
、
徐
々
に
神
社
本
殿
の
建
設
と
そ
の
形
式
の
画
一
化
が
図
ら
れ
た
と
見
る
事
が
で
き
る
。
平
安
時
代
前
期
・
中
期
の
神
社
修
造
の
施
策
は
、

そ
れ
だ
け
で
は
実
効
性
を
持
た
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
垂
　
思
想
や
神
道
思
想
の
形
成
が
社
殿
の
定
型
化
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ

　
②
る
が
、
も
は
や
本
稿
の
域
を
脱
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
主
に
十
世
紀
ま
で
の
史
料
の
検
討
に
終
わ
っ
た
の
で
、
そ
の
後
の
時
期
の
史
料

の
検
討
は
稿
を
改
め
て
行
い
た
い
。

①
三
橋
正
「
中
世
的
神
職
制
度
の
形
成
1
「
神
社
神
主
」
の
成
立
を
中
心
に

一
」
（
咽
神
道
古
典
研
究
㎞
会
報
十
五
号
　
神
道
古
典
研
究
会
　
平
成
五
年
十
二

月
）

②
「
類
聚
神
祇
本
源
」
は
元
応
二
年
（
＝
二
二
〇
）
に
度
会
家
行
が
著
し
た
。
そ
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中
の
宝
亀
二
年
の
紀
年
を
持
つ
太
政
官
符
の
形
態
を
と
る
コ
、
大
中
小
社
差
別

事
レ
の
項
は
、
神
道
思
想
に
現
れ
た
社
殿
の
基
準
を
示
す
史
料
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
基
準
や
そ
れ
を
作
成
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
い
つ
ど
こ
で
生

ず
る
か
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
。
同
書
の
成
立
時
期
と
本
稿
で
扱

っ
て
き
た
時
期
に
も
隔
た
り
が
あ
る
。
こ
の
点
も
後
考
を
期
し
た
い
。
な
お
こ
こ

で
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
以
下
の
三
橋
の
論
考
に
示
唆
を
受
け
た
。
「
類
聚
神

祇
本
源
」
に
つ
い
て
は
下
記
の
書
の
解
題
を
参
照
し
た
。
ま
た
丸
山
茂
に
御
教
示

い
た
だ
い
た
点
が
あ
る
◎

　
三
橋
正
門
中
世
前
期
に
お
け
る
神
道
論
の
形
成
i
神
道
文
献
の
構
成
と
言
説

f
」
（
大
隅
和
雄
編
欄
文
化
史
の
諸
相
㎞
吉
川
弘
文
館
　
平
成
十
五
年
二
月
）

　
魍
真
福
⊥
守
善
本
晶
液
刊
㎏
第
九
巻
「
類
聚
亀
目
祇
本
源
」
　
（
臨
辮
書
店
　
二
丁
成
山
一
⊥
ハ

年
）

付
記
　
本
研
究
は
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
A
「
人
類
の
思
想
的
営
み
と
し
て
の
宗
教
遺
産
の
形
成
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
・
基
盤
研
究
B
「
真
言
密
教
寺
院

の
史
料
調
査
に
基
づ
く
分
野
横
断
的
総
合
研
究
…
新
た
な
仏
教
思
想
史
の
枠
組
を
求
め
て
」
（
い
ず
れ
も
代
表
　
上
島
享
）
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。

（
京
都
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
教
授
）

神社建築の形成過程（山岸）
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　　　　　　The　Formative　Process　of　Shrine　Architecture，

Focusing　Chiefiy　on　the　Early　and　the　Middle　Heian　Period

by

YAMAGISHI　Tsuneto

　　Accompanying　the　creation　of　the　system　of　government　shrines　during

the　reign　of　Tenmu，　the　Ritsury6　state’s　system　of　Kami　worship　was　also

established　and　shrine　structures　began　to　be　maintained．　However，　this　does

not　signify　that　shrine　architecture　spread　uniformly　throughout　the　country

following　the　｝atter　half　of　the　seventh　century．　When　and　by　what　process

did　shrine　architeeture　spread　throughout　the　couRtry　under　the

government－shrine　system？　Through　aR　examination　of　the　actual　state　of

shrine　structures　as　seen　in　national　histories　and　the　forms　of　architecture

as　seen　in　archaeological　sites，　1　examined　and　the　gradual　process　of　the

construction　of　a　style　of　shrine　architecture　that　became　fixed　in　the　late

Heian　period　and　the　process　of　the　winnowing　this　type　out　of　the

multiplicity　of　shrine　architecture．

　　1　specificaliy　clarified　the　following　points．　First，　in　tracing　the　change　in

the　number　of　shrines　from　the　eighth　to　nintk　century，　1　demonstrated　that

the　numbers　increased　over　time．　Conversely，　1　point　out　tkat　only　a　small

number　of　shriRes　among　those　of　the　five　capital　provinces　and　seven

circuits　are　seen　in魚e　national　histories　of　the　e三ghth　cen加ry．　Furthermore，

1　investigated　the　policy　of　repairing　and　maintaining　the　cleaRliness　of　the

shrines　from　the　eighth　through　the　tenth　century．　As　indicated　in　previous

studies，　the　state　continuously　ordered　shrines　throughout　the　country　to

build，　maintain　and　repair　shrine　architecture　and　maintain　their　purity．

Judging　from　the　aforementioned　estimate　of　the　number　of　shrines，　it　can

be　surmised　that　the　number　of　shrines　that’ 翌?ｒｅ　the　object　of　such　orders

was　limited　to　a　few，　and　it　appears，　on　the　basis　of　their　repeated　issuance，

that　the　contents　of　these　orders　was　not　immediately　adopted　nor

implemented　by　the　shrines．　This　means　that　architectural　structures　had

not　completely　spread　to　regional　shrines　and　that　governors　and　local

religious　organizations　that　had　responsibility　for　building　and　maintaining
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structures　were　not　functioning　fuily．　ln　additioR，　one　also　sees　cases　of

previously　built　shrine　structures　not　being　sufficiently　maintained　and

ceasing　to　exist．

　　Next，　1　sougkt　examples　in　historical　sources　that　wouJd　confirm　the

actual　state　of　shrine　architecture．　At　shrines　that　were　not　influential　to　the

state，　specifically　named　shrine　archltecture　first　appeared　iB　the　middle　of

the　ninth　century，　and　in　contrast，　it　is　common　to　find　cases　where　there

was　no　shrine　architecture，　and　when　there　was　an　effort　to　build　a

structure，　it　was　frequently　a　Buddhist　temple　associated　with　a　shrine．　I

also　found　the　case　of　the　naturai　scenery　substituting　for　architecture

because　were　no　architectural　structures，　as　can　be　seen　in　record　of　the

case　of　deity　of　K6zushima　in　lzu　from　J6wa　7　（840）．　On　the　one　hand，　this　is

an　example　of　a　shrine　without　shrine　architecture，　but　it　also　suggests　the

circumstances　of　the　spread　of　architectural　structures　to　a　certain　extend　in

the　area　of　the　shrine．

　　In　order　to　grasp　the　reality　of　architectura｝　structures，　about　which

｝〈nowledge　from　written　sources　is　iimited，　1　chose　archaeological　remains

that　had　a　high　probability　of　being　those　of　shrine　architec加re　from

archaeological　surveys，　and　examined　them　to　recreate　tke　architectural

form．　ln　addition，　1　took　examples　from　written　records　such　as　the　eleventh－

century　Ko“auke　no　kuni　ko”tai　7’itsurohu　cho”　from　which　oBe　can　learn　the

actual　form　of　the　architecture，　and　I　pointed　out　the　fact　that　there　was　no

fixed　form　for　the　main　henden，　and　there　were　honden　among　them　that

appeared　to　be　modeled　on　the　archaic　style　of　architectural　forms　from

prior　to　the　seventh　century．　This　differs　from　the　situation　of　extant　shrine

architecture　from　the　medieval　period　oBward　that　is　concentrated　in　either

the　nagare2ukuri　or　Kasuga－zukari　styles，　and　thus　the　prior　to　the　eleventh

century　the　form　of　shrine　architecture　had　not　been　formalized．　The　fact

that　the八彰勿露£yのemahi，　which　is　thought　to　be　from　the　mid－twelfth

century，　depicts　only　tke　nagarezukuri　or　1〈asacga－zufeuri　styles，　indicates　that

the　style　of　the　shrine　honden　had　by　then　become　uniform，　and　I

hypothesize　that　the　formalization　of　the　honden　style　was　linked　to　the

formation　of　the　system　of　shrine　officials　that　occurred　at　the　same　time．

　　The　establishment　of　government　shrine　system　did　not　immediately

bring　about　the　construction　of　a　fixed　style　of　shrine　honden　that　spread

throughout　the　country　in　a　uniform　manner．　This　article　has　elucidated

concrete　aspects　of　this　fact．
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